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労災疾病   

告  

 

放射線業務従事者に対する健康診断の機関別実態調査 

 

表者     医科大学 生態科学 所放射線衛生 理学   
 

要  

放射線 務 者の健康診断の を するために、インタビューにより、多

多様の機関から聞き取り調査を行った。また他の有害 務の法令の比 、 外の

放射線 務 者の健康診断の について文 的に調査し、 の の放射

線 務 者の健康診断の方向性について検 を行った。検査項目を省略してい

ない施設が多かった。有害 務において放射線では、医師の判断が必要であるこ

と、 外では放射線防護を基準として 理をしていることがわかった。法令におけ

る放射線 務 者の健康診断のあり方について検 すべき課題を 言する。 

 

 

．研究 的 

第 150 、151 放射線 議会では、放射線

務 者に対する健康診断（健診）が、効果的か

つ効率的に行われていないと された。

では、1.放射線 務 者の健診の実施方法の

例を すること、2.放射線 理と 学 質 理

に対する法律の比 すること、3. 外の放射線

務 者の法令による健康診断を調査することを

目的とした。 

 

．研究  

1.  

放射線 務のある施設（医療 場、大学施設、

関 、 、 医 ）において、聞き取り

調査を行う。 者1から が 機関の放射線

理 者や 医 と1時間 度聞き取りを行

う。 

 

2. の

 

電離放射線および 学 質による健康障害

防に関 する 及び の法令や 、関 す

る文 や の を確認した。 

 

3. の の  

文 検 や 外の ームページにより検 を

した。 

また平成 29 年度 令 3年度に 規制委

員会 放射線安 規制 略的 でイ

ンターネット調査した。 

（ 理面 の ） 

多機関 として、「放射線 務 者に

対する健康診断の機関 実態調査」という課題

で、 医科大学 理委員会にて 認を受け

（IDR4-001）、 分 者はそれ れの機関の

認を得た。 

 

．研究結  

1.  

検査項目の省略に関しては、様々な理 で実行

していない施設があった。その理 は、法令の文言

に統一がなく理解が となっていること、 て

の ータがあればの の に対応できること、

受診者の などであった。 

年に 行うことで、受診 が健康に対する安

心感を得られるとする一方で、コストの軽減や科

学的根拠から年1 の健診を 意見が多かった。 

線量 理に関しては、 調査した機関は

はなされていた。 
、放射線 務 者に対する健診と一 健

康診断を効果的かつ効率的に行い、放射線による

有所見者を発見するという意 では、そのような

例はないと考えられた。法令に則った省略がで

きているかという では、 例はあった。 

医師 の作 の びに放射線 理

者との に関しては、血液検査など健診項目の

実施が になり、 から医師の 診となることが

多く、また被ばく線量が 診時に わないなど、

は なかった。 
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 2. の

 

令 5年 4 より有機 中 防規則（有機

則） 特定 学 質障害 防規則（特 則） 中

防規則（ 則） アルキル 中 防規則（

アルキル 則）において、 学 質が低リスクの

場合は健診の実施 度を年 にすると、改正さ

れる。作 理や 防 対 が適切に実

施されていることが条 である。 

放射線 務 者の健診は RI 法を いて、年

実施することとなっている。被ばく 理は

線量 をもとに確実に 定が可能であるため、

電離則では、年間5 mSv未満では省略項目がある。

安衛則では省略できない。 

 

3. の の  

ーロッ の放射線防護の観 から健康

被害に対して重 をおいている。つまり被ばく量

が年間 6 mSvを えない場合は放射線健診を行わ

ない。年間 6 mSvを える場合は、医療的 視の

受ける対象としている。被ばく 理が重視されて

いると言っても い。 

 

．  

1. の  

様々なリスクに関しては、許 できるかできな

いかの判断が必要となる。放射線に関しては、

がん発症のリスクが増加するとされる 100 mSv

以上が つの判断基準となると考えられるが、許

できなければリスクは するため、リスク低

減のために対 を なければならない。放射線

理の場合、線量 定しなければならないと、電

離放射線障害防 規則（電離則）第 8 条に定めら

れている。しかしながら、医療 場では、 線

量 を していないことが、 生労 省労 基

準 の「第 5 眼の水晶体の被ばく限度の見 し

に関する検 会」で 告された。 の

果では、線量 は 100 となっていたが、

線量 が適切に されていない場合、電離則第

56 条第 5 項の健診における省略規定の前 であ

る、被ばく量 5 mSv以 であることが確認できて

いるかという 題は る。線量 5 mSv の被ばくで

健康障害が起こるとは科学的に考えにくいが、被

ばく量5 mSv できる みがないのであれば、

必 的に健診の省略の議論はなくなり、 ての放

射線 務 者においては、 ての項目を行わな

ければならなくなると考えられる。 

 

2. の  

、被ばく線量5 mSv以 の場合、 診を く

検査項目について医師が必要と認めない場合は要

しない（省略可能）ことは、 施設において認

が であった。省略しない理 は、省略規定を

認 していない、 から要 がある場合、安衛

則第45条健診では省略でき 時にそのまま行う

場合 の理 などがあった。 

令 5年4 から新しく改正される有機則 特

則 則 アルキル 則では、 理 分 で

量が ない作 員に関しては、年1 の健診とな

る 定である。その判断は、「労 衛生に係る

は のある医師 の の 言を まえて

判断することが ましい」とされている。 ん肺

健診に関しては、3年に 、 理 分2や3であれ

ば、年1 とされている（ ん肺法第7条、8条）。

ん肺法健診に医師の判断は がない。 学 質

や ん肺において、 量として である。 

放射線に関しては、 線量 があり、様々な

有害 務の中で も確実に 定が可能である。し

かしながら、電離則第56条 項には「医師による

健康診断」と かれており、その には「被ばく

の有 」を確認しないといけない。第3項4項に

は「医師が必要でないと認めるとき」という文言

があるために、 に多くの放射線 務 者を

える施設はその確認において、煩雑になってい

る可能性は高い。被ばく量を確認できる放射線

理者や 務 者 が、 務的に 分できるので

あれば、健診項目の省略は と考えられる。実

施 の や時間的 の軽減にもなると考えら

れる。しかしながら、受診 は年2 あることは健

康 の安心感を得られる理 で、 数の減 は

対という意見はある。放射線の生体影響に対する

理解とそれをもとにした健康診断の意義や目的に

ついて労使双方で改めて理解を深めることが

期待される。 

 

3. の  

規制 は「放射性 の規制に関

する法律（RI法）」、 生労 省は、安 衛生規則

（安衛則）、「電離則」、「医療法施行規則」、「放射

性医 の 及び取 規則」、「 大 災に

より生 た放射性 質により 染された を

染するための 務 に係る電離放射線障害防

規則」、国 省が「 の 安基準、

放射性 規則」、「 員電離則」、

は「 規則」と多くの放射線関 法令

がある。 

特に の 課題でもある健診については、

RI法、電離則、安衛則が関係し、それ れの き
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りが なることは混乱をきたす要因となってい

る。省略が しくなっている要因である。 

 

RI法 機 員  

 一年を えない期間 と（年 ） 

 血液 皮膚及び眼の検査 検診については医師

が必要と認める場合に限って実施する。 

電離則  

 以 とに一 （年 ） 

 血液 皮膚及び眼の検査 検診については医師

が必要でないと認める時は検査の 部 は一

部を省略する が 来る。 

 前年及び 年度に実効線量が5ミリシー ル

トを えない者に対して血液 皮膚及び眼の検

査 検診を医師が必要と認めない時には行うこ

とを要しない。 

安衛則  

 以 とに一 （年 ） 

 医師が必要でないと認めるときは、 項目

の 部 は一部を省略して行うことができ

る。 

一 及び 務 の調査 

 自 症 及び他 症 の有 の検査 

 、体重、 、視 及び の検査（省略

できない） 

 胸部 ックス線検査及び 検査 

五 血 の 定 

 血検査 

 肝機能検査 

八 血中脂質検査 

九 血 検査 

十 検査（省略できない） 

十一 心電 検査 

 

23年に安衛則において、有害 務として、

第13条に「ラジウム放射線、 クス線その他の

有害放射線にさらされる 務」が されている。

ラジウム放射線を取り うことは とんどな

い。また他の有害 との生体影響は必 しも一

しない。電離則との 合性 びに改正の検 が必

要と われる。 

また、RI法第23条及び規則第22条での健診は

「一年を えない期間 とに行うこと」と され

ている。しかしながら、電離則第55条や安衛則第

45条は「 以 とに1 」としているので、

他の放射線 務があれば健診に関しては、年2 を

るを得ない。また、「一年を えない期間 と」

や「 以 と」という き りでは、

の健診 が前 しになる。 では、 1年あるい

は 6 との実施となり、 を えることが

考えられる。さらに、健診が電離則によるものか

安衛則によるものなのかを規定するものはなく、

施設によってどの放射線 務 者がど らの法

律で てはまめるのか、 てはめないのか定まっ

ていない。 の 果においても、電離則による

健診は 員であるが、一部安衛則健診の対象であ

ったり、 員対象にしたりと施設によって なっ

ていた。 

さらに、大学 員となると学校 健安 法が適

応されると われる。第十 条には検査項目とし

て、「法第十五条第一項の健康診断における検査の

項目は、 のとおりとする」、と がある。 

一 、体重及び  

 視 及び  

 の有  

 血  

五  

 の疾病及び の有  

 血検査 

八 肝機能検査 

九 血中脂質検査 

十 血 検査 

十一 心電 検査 

十  その他の疾病及び の有  

 

第十 条では方法及び 的基準として2項よ

り のように されている。 

 前条第一項第 号の は、 ル 及び

ル の に係る検査を行う。た し、 十五

未満の職員（ 十五 及び 十 の職員を く）

においては、医師が適 と認める方法によって行

うことができる。 

 前条第一項第 号の の有 は、胸部

クス線検査により検査するものとし、胸部 ク

ス線検査によつて病 の発見された者及びその疑

いのある者、 患者 びに 発病のおそれが

あると診断されている者に対しては、胸部 ク

ス線検査及び かくたん検査を行い、 に必要

に応 診、 診その他必要な検査を行う。 

 前条第一項第 号の血 は、血 を用いて

定するものとする。 

 前条第一項第五号の は、 中の蛋たん白及

び について 法により検査する。 

 前条第一項第 号の の疾病及び の有

は、 部 クス線検査その他の医師が適 と認

める方法により検査するものとし、 がんその他

の疾病及び の発見に める。 

 前条第一項第 号の 血検査は、血 量及
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び赤血球数の検査を行う。 

８ 前条第一項第八号の肝機能検査は、血清グル

タミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ

（ＧＯＴ）、血清グルタミックピルビックトランス

アミナーゼ（ＧＰＴ）及びガンマ―グルタミルト

ランスペプチダーゼ（γ―ＧＴＰ）の検査を行う。 

９ 前条第一項第九号の血中脂質検査は、低比重

リポ蛋たん白コレステロール（ＬＤＬコレステロ

ール）、高比重リポ蛋たん白コレステロール（ＨＤ

Ｌコレステロール）及び血清トリグリセライドの

量の検査を行う。 

 

第十五条では、「学校の設置者は、毎学年定期に、

学校の職員の健康診断を行わなければならない」

とされており、省略規定はない。 

 

4. 的 の  

科学的根拠に基づくのであれば、検査項目に関

しても議論が必要と考える。平成 24 年から 29 年

の間に皮膚がんの労災認定があった。また

ICRP2007年勧告により、眼の水晶体の線量限度が

厳しくなった。つまり放射線による障害が起こる

とすれば、確定的影響の可能性が高い。しかしな

がら、検査項目は白血病に対応する白血球分画が

含まれている。これは感染症でも増加することが

あり、被ばく線量と双方を鑑みた場合、確実性に

欠けている。白血病は年間 5 mSv 以上の被ばくで

労災認定されるが、因果関係を明らかにしている

わけではなく、セーフティネットとして認定され

る。電離則は、確率的影響も対象にした法令とな

っているが、適切に被ばく量がなされていれば、

特殊健診で放射線障害が疑われる有所見者がみつ

かる可能性は低い。例えばインジウムは肺障害を

起こすため、胸部 X 線、肺機能検査、KL-6 や SP-

D の血液検査など、医学的根拠に基づく明確な検

査項目がある。放射線の健診の場合、医学的根拠

がないと考えられることが多い。大量被ばくでは

様々な障害や疾患が起こりうるが、健診項目は標

的臓器と被ばく線量を鑑みたものにしていくべき

であると考える。 

 

5. の  

イギリスなど EU 諸外国では、年間被ばく線量

6 mSvの基準がある。これは 20を3で割った時に、

おおよそ 6 となるところから来ているようである。

年間 6 mSv未満では、自動的に健診を受けない。

年間 6 mSv 以上が exposed worker として医療観

察の対象となる。放射線防護を基軸に法律が作ら

れており、健診ありきとはなっていない。 

 

Ｅ．結論 

安心感を重視する意見もあれば、コスト軽減や

科学的根拠を重視する意見もある。聞き取り調査

では、検査項目の省略を行っている例を認めたが、

省略にあたっては医師の判断に委ねるため、煩雑

となるといった実務面での課題も認められる。ま

た、RI法、安衛則、電離則と数多くの法律があり、

文言が統一されていないために混乱をきたしてい

る可能性がある。法令改正に向けた議論が必要と

考えられた。 

放射線の生態影響に対する理解とそれをもとに

した健診の意義や目的について、労使双方でコミ

ュニケーションを深めるとともに、健診を効果的

かつ効率的に実施するための実務論や制度論が期

待される。 

 

Ｇ．研究発表： 

1.  論文発表 

なし 

2. 学会発表 

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況：(予定を含む。） 

 1. 特許取得 

 なし 

 2. 実用新案登録 

 なし 

 3.その他 

なし  
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労災疾病 事業 補   

担 報告  

 

放射線作業従事者の健康診断現状について 

 
 

表者     業医科 学 業生 科学 所放射線衛生管理学  

担者  一  業医科 学 業生 科学 所災害 業 健 ンター  

担者 後   業医科 学 業生 科学 所 業 学  

担者   学 ク ン ー ンター  

担者   医療科学 学医療科学 放射線 学科  

担者   学 学 医学 健学 医用量 線科学   

担者   学放射線科学 機   

担者   発法人 本原 発機  所  

担者   業医科 学医学 放射線科  

  
 

 

放射線業務のある施設 業、 業医、 学施設、医療現場、原 関連施設

等 において、放射線業務従事者の特殊健康診断 健診 が効果的かつ効率的

に行われいるかどうかを聞き取り調査した。検査項目を省略している事例や課

題を明らかにした。これらの結果から、 後の特殊健診のあり方を検討する

があると考えられた。 

 

 

．研究 的 

放射線 会は、放射線業務従事者に対

する健診が、効果的かつ効率的に実施され

ている事例の 理等の取り が行われる

ことに期待すると ッ ー を した。そ

れを受けて、本 では、放射線業務のあ

る施設 医療現場、 学施設、原 関連、

業 を対象とし、法令に た健診の

法 検査項目の省略など について ンタ

ューして実施事例を することが目的

である。 

 

．研究  

放射線業務のある施設 医療現場、 学

施設、原 関連、 業、 業医等 におい

て、聞き取り調査を行う。 者 1から 2

が 機関の放射線管理担当者や 業医等

と 1 程度聞き取りを行う。 ンタ ュ

ーする項目は の りである。 

 

1. 放射線業務の業  

2. 放射線業務従事者人数 

3. 線量計の装着状況 線量管理状況  

4. 健康診断で している法  

5. 健康診断の回数 

6. 検査項目省略の有  

7. 省略項目 

8. 省略している場合その理  

9. 省略していない理  

10. 法令に対する  

11. 一般健康診断と特殊健康診断を

合わ て 断しているか 2 つの健診

を行う ッ とデ ッ  

 

理 への  

多機関 として、「放射線業務従

事者に対する健康診断の機関別実 調査」

という課題 で、 業医科 学 理 会

にて 認を受け IDR4-001 、 担 者

はそれ れの機関の 認を得た。 
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 6 

．研究結  

電 事業会 3 、1健診 ンター、9

学、放射 医 関連会 1 、 会

1 、 発関連会 1 、

病 、原 関連施設 4 所より ンタ

ューを行った(表)。 

線量管理については、調査対象期 は

て線量計の装着は 100％であった。 

健診のために している法 は、ほと

んどが電離放射線障害 則(電離則)で

あった。 学生を対象とする施設が、放射

線 等の に関する法 RI 法

の で対 していた。また、労働安 衛生

則 安衛則 第 45条の健診も する施

設が、2電 事業会 、4 学、他 1であっ

た。RI法も 用している施設は、7 学、4

原 施設、他 2であった。 

健診の回数はほとんどの施設で 2回行

われている。 

検査項目を省略している施設は 21 施設

8 施設であった。そのほとんどが 検

査であった。医師が と認めない は、

と眼の検査を省略している。また、問

診の省略はないが、検査項目を省略する場

合は、実効線量 5 mSv を としている。 

省略をしている理 は、電離則第 56 条

第 項に された実効線量 5 mSv によって

行っている。さらに 業医がいるところは、

その 断も理 となっている 電離則第 56

条第 項 。個人の 病 に関しては、こ

れまで線量管理をしても検 限 で被

ばくすることがなかったため、 の上で

省略している。 

省略していない理 は、 業の には、

放射線業務従事者が 得でき 、 い健

診を するためということがある。そも

そも省略の 論がなく、その ッ がな

いとするところもある。健診 ンターは、

業務のため、 された項目を行う。

したがって、省略の 断はできないが、

が するために、 けは省略できな

いという があると意見があった。

ての項目を しておけば、後ほど さ

れても対 できるという意見もあった。

学でも総合 学となると、健診 ンター

するため、健診項目ありきで省略の 断

ができないとのことであった。電離則と安

衛則の双方を当てはめると、後者で省略

定がなく、省略できなくなり、 ての項目

を検査する事例もあった。受診 では、

医師の 断を ないことや、被ばく量の

データがなく省略できないこともあるとい

う もあった。 

法令に対する としては、特に

に行っていた 1 回の実施に疑問があった

ようである。電離則健診は、 1 回で良い

とする意見があった。現行の項目である

率は感 症でも上 するので、

病など疾患を見つける目的は くなって

いる。科学的医学的な ッ がないとの

意見もある。被ばく量の管理がうまくでき

れば、医師が 断するまでもなく、放射線

管理者で連携が取れ、省略が進 、健診の

省略は との意見もあった。4,000 も従

事者がいる 学では、医師が個人 認をす

ることにコス や がかかる。5 mSv/

以 の被ばくであれば、 的に健診をし

ないという文言を法 に れることを

している。電離則と RI法の健診に関する

の 一や医師の 断 を してほしい

という意見は多くあった。有害業務が な

るとその度に をするところもあるよう

で、一 管理できるシス ムがあった方が

良い。特化則では 量が ければ健診は

1 回に省略できるように改 される。放

射線業務従事者もこれに合わ た健診にし

た方が良いという意見は多い。そもそも

検査に意味がないという意見もある。 

な意味で、一般健診と特殊健診を

合わ て 断している施設はないと考え

られた。つまり、放射線による有所見とし

て、一般健診を 合わ たから えられ

たという事例はない。 病など、労災認

定された症例も特殊健診を行ったから見つ

かったわけでない。そもそも線量管理が適

切に行われている では特殊健診で放

射線障害が疑われる有所見者が見つかるこ

とは考えにくいとする意見が多い。一般健

診や安衛則での健診で、放射線業務と関連

しない疾患が見つかり、結果として放射線

業務に くことができなかった事例はいく

つかある。したがって、特殊健診や一般健

− 6−
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診等を 2 回行う ッ は、 わ 事

や 疾患が見つかる が くなるこ

とがある。つまり 的な健康管理である。

特に多い意見は、受診者 が 2 回行うこ

とによる安心感を得られることを も き

な理 となっている。デ ッ としては、

は一般健診にないので、別の

ー ーになること、業務として 担が え

ること、 きな施設では管理の 一がなく

データが合わない、そもそも特殊健診の

ッ がないという意見があった。 

 

 本診療放射線 師会 からの意見

取 

回 は以 のとおりである。 

1. 電離則健診の ッ  

 体的に放射線による所見が見つかっ

たという ッ があったという報告

はなかった。 

 放射線診療に従事することに しな

い な を されることはあっ

た。 

 数の医師の 障害の労災事例につ

いても しているが、適切に放射線従

診療事者として登録されていたかに疑

問がある。 

 本診療放射線 師会としては 生労

働省の ー ン シス ムにも

しており、 後は放射線被ばく管理に

まで以上に関 していく がある

と考えている。 

 

2. 業医の ー について 

 診療放射線 師が健診の実施において

業医を ー かという 問に

対して、 業医 が放射線業務について

不案 な場合が多いが、 業医との連携

ができているところは健診が適切に実

施できている。 

 例 1. 診療放射線 師 からの 業医へ

被ばく量の情報提供により、5 mSv以

での省略が であった。 

 例 2. 検査で が た場合、放射線

に するかの 断が 業医では難し

いとの理 で、診療放射線 師と放射線

科医へ 会があった。 

 例 3. 生労働省の ー ン シス

ムを活用して 業医への 発の実施

している。 

3. 特定業務従事者の健診 ム放射

線 クス線その他の有害放射線にさら

される業務 について 

 健診 の についての認 は い

が、健診 2回の施設は多い。 

 項目の省略は施設によりばらつく。 

 現 、 ム放射線を用いる現場はな

く、 医療の現状にあっていない。

クス線という表 も 。用

表 の が 。 

 

 健診項目省略の良好事例 

事業所 学、病 、 を む 3 事

業所を する学 法人 においては、電離

放射線を取り扱う作業に従事する労働者あ

るいは学生を対象に、電離放射線健診を行

っている。この電離放射線健診は、労働安

衛生法(安衛法)第 66条第 2項 、労働

安 衛生法施行令(安衛法施行令)第 22条 1

項第 2 、電離放射線障害 則(電離

則)第 56 条、放射 等の に関

する法  (RI法)第 23条に いて実施さ

れている。 

対象となる は病 および 学

である。病 については、病 の

放射線障害 定に、 学 について

は ー ンターの放射線障害

定に健診に関する 定を定めている。

学生については 上 RI を取り扱う実習

を行う に健診を受けているが、 回の報

告では労働者を対象とした労働安 衛生の

には まれない対象者であるため、本

報告 では を する。 

当 事業所では健診業務を学 の一

つである 健 ンターが き受けており、

対象者の健診は当 対象者の 生 に定期

健診(特定業務従事者健診を む) び特殊

健診( 当者の )を実施し、 ( 生 +6

か )に特定業務従事者健診 び特殊健診

を実施している。また、健診業務にかかる

事務作業は総務人事課 の健診 が担当し

ている。 健 ンターには 業医、 健師、

師といった 業 健 が所 して
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おり、健診の 定や事後 の業務に従事

している。 

電離放射線健診については、「 以

とに一回( 2回)健診を行う、

び眼の検査 健診については医師が

でないと認める は検査の は一

を省略する事が 来る、 び当

度に実効線量が 5mSV を えない者に対し

て び眼の検査 健診を医師が

と認めない には行うことを しない」

と 定されていることから、この省略の

について 業医の 定を行うス ームを

作 し、実施している。 

業医 定のス ームは、 1 の ニ

ュ に が されているので さ

れたい。病 は病 の放射線 医

学科へ、 学 は ー ン

ターへ放射線業務従事者登録 を提

しており、個人の被ばく線量 定結果は

医学科 or ー ンターが一

管理しており、この結果が 健 ンター

へ直 提供される。 健 ンタースタッ

はこの結果をもとに対象者の「電離放射線

健康診断問診 」に する( 2, 3)。

この電離放射線健康診断問診 は に

症状に関する項目のチェック があり、

健診対象者の に 2 および 3 が

表になった問診 が され、対象者は

健診 にあらか め 当 の を ま 、

健診を受ける。 

新 登録 ( および )、

および 6 か と(定期健診 、 )に以

の で、健診を実施する。 

 被ばく の有 の調査 作業場所、

および期 、放射線障害の有 、

症状の有 その他放射線による被

ばくに関する事項  

 および 率の検査 

 数および 、 ク ッ

 

 障に関する眼の検査 

 の検査 

では、医師の 断で 科診 もしく

は 、その 方が とされた場合以

は、 本的に を省略して の 実施

する。た し、放射線被ばく 5 ミ シー

/ を えるものについては、 の省

略は不 としている。 

の健診実施 に、 の健診での省

略の について 業医に 定 を行う。

定 には、 の 「電離放射線健康

診断問診 」( 2,3)に えて、「電離放

射線業務従事者健康診断の結果」という、

生 健診の 検査結果(本人に し

たもののコ ー)が される( 4)。

業医は、これらの を 認し、 の検

査項目省略について 定する。 後に、

2の 定医 に 業 定、コ ン 、

定 、 定医 を し、 

 

回の結果の省略 

健診 の する の 1 に受けた実

効線量が 5mSvを え 、かつ、健診 の

する 1 に受ける実効線量が 5mSvを え

る れがない。 

 

という の 印を行い、事業所で所定の

数の期 の 管を行っている。 

 

 症状の 認 

業で多くの事業所がある場

合、電離則健診の の所見を 一するた

めに、 

が くなる 

が または わ 

に がある 

の  

に関しては、 るようにしている。 

特に、 科医は 射 に を れる

が多く、 放射線障害として、

の の など や をきたす

合が 33.6％ られると報告されている 1)。 

 

考文  

1) . 水晶体の被 線量 き と

科医の放射線 発 障の . 

科. 55 2 p109-114. 2020 

 

．  

回、放射線業務従事者に対する健診と

一般健康診断を効果的かつ効率的に行い、

放射線による有所見者を発見するという意
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味では、そのような事例はないと考えられ

た。法令に則った省略ができているかとい

う点では、良好事例はあった。労災認定さ

れ見つかった疾患でさえも、特殊健診が有

効であったわけでなく、他の医療機関で見

つかっている。現状でも電離健診の有所見

率は９％程度あるが、放射線によるものと

は言えない。 

原爆被爆者等の疫学調査から 100 mSv以

上で致死がん発症率が 0.5％と言われてお

り、放射線業務従事者は被ばく管理がきち

んとされていて、5 mSv 程度の被ばくであ

れば、放射線障害が疑われる有所見者が見

つかることは考えにくい。しかし、「第 5回

眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関す

る検討会」では、医師の線量計装着率が悪

いことが報告されているように、被ばく量

が適切に把握できていない場合は別であ

る。 

一般健診や安衛則 45 条健診により生活

習慣病等の疾患が見つかったという点で

は、特殊健診とそれらが効率的かつ効果的

に働いたといえる。しかし、特殊健診の本

来の目的とするところではないと考えられ

る。一体的実施と総合評価というよりは、

法令により健診項目に不足があれば、補っ

ているという印象が強かった。 

医師への作業状況の提供並びに放射線

管理担当者との連携を強化はほとんどな

い。健診が先で、医師の問診が後になる場

合がほとんどで、多数の有害業務を扱う場

合は、検査項目が多く、個人線量の情報が

ないまま医師の問診を行っている機関もあ

った。つまり対象者が多いと、先に医師に

問診を受けて省略項目を決めることは難し

くなると考えられる。放射線取扱主任者に

よる被ばく線量のチェックし、その結果を

医師に伝えている事例があったが、この場

合は、健診がスムーズに行え、省略が進む

と考えられた。 

 

Ｅ．結論 

放射線業務のある施設に対して聞き取り

を行い、特殊健診の検査項目を省略してい

る事例や課題を明らかにした。放射線業務

従事者の特殊健診が所見を見つけるのに有

効であった事例は少なかった。放射線業務

従事者の安心感のためにという意見と、健

診データ管理が困難で科学的根拠がないと

いう意見があった。放射線の生体影響に対

する理解とそれをもとにした健康診断の意

義や目的について改めて労使双方でコミュ

ニケーションを深めることが期待される。 

 

Ｇ．研究発表： 

1.  論文発表 

なし 

2. 学会発表 

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況：(予定を

含む。） 

 1. 特許取得 

 なし 

 2. 実用新案登録 

 なし 

 3.その他 

 なし 
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 ー結果 

 業   線 の
状況 

健診で してい
る  

健診の  
（/ ） 

1 電 事業 4800 100  電離  
 

2  

2 電 事業（ 電
電） 

 

200 100  
の は

の
で る 

電離  2  

3 電 事業 1100 100  電離  
 

では
電離 で して
いない 

2  

4 健診 ー  お ら く
100  

電離  2 、 によって 1  

5  4600 
 

100   
電離  
RI  

一般（ ）健診（1 ） 
特殊（特 ）業務健診（2 ） 

6  559 100   
電離  
RI  

一般（ ）健診（1 ） 
特殊（特 ）業務健診（2 ） 

7  
1,500 

  
1,300 

100   
電離  
RI  

 
一般（ ）健診（2 ） 
特殊（特 ）業務健診（2 ） 

 
一般（ ）健診（1 ） 
特殊（特 ）業務健診（1 ） 

8  RI 者 3257 
線 のみ

の 者（
が と ）
1003 

100  電離  
RI  

2  

9  RI 60 
550 

100%か  電離  
RI  

2  

10  1600  電離 と して
いるが、 業 と
しては特殊健康診
断 が
する も見てい
るので、 ういう

ではRI も
れる。 

2  

11 （ ） 4500  RI  2  

12  5  電離  2  

13  300 100% 電離  
 

2  

14 放射性
の 、

、  

500 100%  
電離  
RI  

2  

15 RI 合 を
した 事
（ ） 

10（Spring8
は に

1 1-2 ） 

100% 電離  
RI  

2  
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放射
(Spring8) 

16 業務
 

9 100% 電離  2  

17  1 以 は 。
は被ばく

が と な
いのでつけな
い。 

なし 1  

18 
 

1700 100  電離  
RI  

 

2  

19 関  240 100  
ー メー

ー 

電離  
RI
 

2  

20 関  370 (
110 、

260 ) 

100  
 

電離  
RI
 

2  

21 
の

 

200  100  
 

電離  
RI  

 
 

2  

 

 

 検 項目  
の 無 

項目 
 

1  血 検  

2  血 検  

3 無 - 

4 は 2  
健診 ー は被ばく線 が
0なので、  

血 検  

5  白血球 白血球 （一般健診で白血球 を 。異
常値 で が必要と判断した場合、白血球 を ） 

血球 血 たは ト リット値 （一般
健診で ） 

の検  、 の検   

6 2 の健診のう 、 、 とも
に に 1 は 項目を 。 に

する 血は、一般健診 に白血球
を する で 。 

りの 1 は、本 が記載の健診 診 の結果、 の健診
結果、 放射線 者による被ばく線 の ッ を
行い、 の結果を に え、 が の を判断して
いる。 

7   5 mSv の被ばく の者 
1.白血球 およ 白血球 : （一般健診で白血球
を 。異常値 で が必要と判断した場合、白血球

を ） 
2. 血球 血 は ト リット値: （一般
健診で ） 
3. の検  
4. の検  
 5 mSv以上被ばく の者 

診 を行う。（作業状況 り、血 検 、 の検
、 の検 ） 

8  り  

− 10− − 11−
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9 無  

10 無 無 

11  めて り う場合は、電離 の項目 てを行う。 
た し、 からフ 項目で って しい の が
あった場合は受け けている( を する場合、フ

項目が められることがあるため)。 

12 無 無 

13  血 検 、 、  

14 無  

15 無  

16 無  

17  血 検  
、 の健診 

18 無（ ） 
一 の者について あり 

血 検 、目 の検  

19 無 - 

20 無 無 

21 無（ ）  

 

 

 している場合 の  していない  

1 5mSvで  目と は 診、 診、 検 で判断しているの

で なし。 

作業 は、検 項目が い が する。 めると

れる。健診をしてもらうと る。

い健診を 。被ばく となり したが、本 が

せず 2 （ の で ）。 

的 はない。 

2 5 mSv で。 

業 による判断（ 診結果、2 の健診結

果） 

- 

3 なし の がない。 のメリットがない。 

4 被ばく線 で  

業 による判断（ 診結果） 

は線 の がないので  

5 5 mSv  

的 と の 的な の から

 

- 

6 診の結果、 被ばく線 ッ の結果、

が無いと められるため 

- 

7 電離 では、1 に受けた 線 が 5 mSv

以下であれば検 項目の が められてい

る。一 、RI ( 行 22 )には めら

れていない（ という もない）。 は電

離 に従うが、 は電離 なので、5 

mSv 以下という 的 はなく、 に て

いる。 こで 的 と の 的な の

から している。 

診 による 診およ 被ばく は し

ていない 

- 

8 り  - 

− 12−
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9 - の判断がで ない。 な判断がで ない 

総合健康 ーに しているので。 

10 - - 

11 り いを してから、5 mSv/ を えず、

本 が しない場合は 診のみとし、 血は

しない。 

- 

12 - - 

13 診、 ッ の被ばく線 結果に基 い

た の判断 

- 

14 - 電離 と に 離があり、 のため 者の

しい うを するため。 

が を めたものが であるが、受診

で の判断をすることが なため。 

15 - 被ばく の が健診 に るので、 診の で

で ない。放射線業務以 の 業務があるた

め mSvで で ない。 

16 - 健診を しているため。 も のため 。 

17 は と 被ばくしないので。  

18 - - 

19 無 - 

20 - - 

21 なし なし 

 

 

 

 に する要  

1 の 1 に 1 は があるのか 

2 は に 1 が、 に 1 になった は が けた。 らに 1 でも い。 

白血球 では が見つからない。 でも上がるので がない。 

3 なし 

4 的メリットは ない 

5 の な では の放射線業務従事者を する「業務従事者 」が

れており、被ばく線 は業者に しているため、このような をもつ では、

は、本 に被ばく を する でもなく、 の者の被ばく線 は を て す

ることがで る。 た、 を たなくても被ばく線 は業者に していて、なお

かつ放射線 者と との がとれていれば、 は、本 に被ばく を しなくても被ば

く線 を することが である。 

一 、 、特殊業務健診では、被ばく の は で ないため、健診で被ばく を本 に

している。 のため、本 のように放射線業務に従事する者が 4,000 を える場合は、被ばく

の本 けでも なる 的 トが必要になる。 のとこ 、 に所 する放射線業

務従事者は、 と の者の被ばく線 が検 であるため、線 を本 に しているに

も関わらず、本 が被ばく線 を していないことも 見 れる。 

こで、「本 に被ばく を することとは の で が業務従事者の被ばく線 を で

る場合、かつ の者が 1 に 5 mSv の被ばく線 以下の場合は、特殊業務健診における被ばく

の においては、業務従事者本 の被ばく の はしなくてもよい」という を れて

しい。この が れることにより、5 mSv/ 以下の被ばく の者に する健診の を

することで、業務従事者一 一 の を行う必要が無くなり、 的 、 の 的

な に がる けでなく、業務従事者の にも がる。 

電離 と RI の健診に関する記載を 一して しい。 
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RI 電離 では健診の 基 は の判断による が記載 れているが、 の判断にあ

る の基 （ ）を して しい。 

6 電離 では、 が必要でないとした場合は で ることと れているが、RI では が必

要と める場合に って となっており、 記が 一 れていないので、 一いた たい。 

「6 以 と」という はわかりにくい。 

RI 電離 における に関しては、 の判断で することが められているが、 の

基 についての があった うがいい。 については、事業所の 、 ーの も

あるので、 のような事 で のように をしているか、事業所の とも照らし合わせて、

事 を とめてみることもよいかもしれない。 

7 RI と電離 での異なる 、項目、 について 一して しい。 

6か たは 1 を えない を に しようとすると、1 ずつ しになってし うの

で、 15 な の を たせて しい。 

8 の に血 検 を受け、 に RIを う は、 らに、血 検 を受ける。 

これらがリ していれば に 血を受ける事 を で るのではないか。 診の様式が

的な の ッ リ トのようになっていれば、 事 の い上 がで るのではないか

と う。 

えば、 の に が っていないか。 

9 なし 

10 していると る。必要性も しているが。 

特 の健康診断は が れている。リ メ トを て、 状況が い者に

ついては で るようになる。しかし れには な ー が必要。放射線は

ッ の を けているからよい うが、特 の場合は しい。 に えば、 な

を で ないから健康診断を る、ということなのかも。 

11 放射線の健康診断は、血 的には がない。被ばく線 をしっかり ればよい。 

がないことは らないのが 。 が 検診 が 検診は、 れば が下がる

という ー を しては めて る。 るのであれば を してく い。 

し事 の は、10 血すれば1 くらい てくる。 になったと に、この健康

診断の が で るの うか  

者の という はあるが、メリットより メリットの が い。 の「 」の

ではないか。 

リ との を考える必要がある。 

12 特になし 

13 被ばく に て項目を することがで るのがよい。 

14 と RI の な を うにかして しい。 

RI の健診は 1 / 、電離 では 2 /  

15 RI と電離 で、overlap している が く、 らかに 一して たい。RI のみの1

で い。 

16 りしないようにして しい。常 特殊業務従事者の を めて しい。 か

か れていない。 

17 なし 

18 R5.4.1 より 特 に関する特殊健診の が 以 に から、

以 に に れる。 

電離 においても 様の検 をお いしたい。 

19 では であるのに し、電離 では としており、電離 においても の

の検 をお いしたい。 

20 特に無し（ に らすメリットはない） 

21 R5.4.1 より 特 に関する特殊健診の が 以 に から、

以 に に れる。 

電離 においても 様の検 をお いしたい。 

− 14−
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 一般健診と特殊健診を組み合わせて判断しているか。 

メリットと メリットは  

1 特殊健診で、放射線業務で 性 、 性 ともに 所見者は見つかっていない。 

で見つかった所見のために、結 放射線業務を めた。 的な 因性疾患は一般健診で見

つけられた。 

白血 の でも、電離 健診があったから見つかったわけでない。疾患が見つかってから、

をしている。 

2 特殊健診で、放射線業務で 所見者は見つかっていない。特殊健診の 的、 的 はない。 

血 血 異常のため とした。放射線業務は ないが結 で ないので、放射線業

務がで なかった がある。 

従業 は、健診してもらっている がある。 のため行う。 2 健診の はない。

業から められるから行う。 

放射線業務従事者の で、一般健診で白血 が見つけられたが、放射線業務とは関係ない。 

被ばく を 15mSv/ 、80mSv/5 で行っているので、 所見はない。 

3 業務で 所見が たことがない。2 した が健康の がで る。 的には らした が い。 

には 的 を らすために 2 が い。 す ると に 。健診の の は

にない。 

的には らした が い。本 は 1 、 は 2 の が、放射線業務に が くなる。1

と 。 

放射線の が あるわけでない。5 mSv以上になる 性があるので、2 が い。 

に事 がないが起こった のために 2 が い。常に 2 の が すより いかも。 れて

いない は 1 では 。 

的に はない、 的にしたい。 の が になるくらい。白血球 は わらない。 

被ばくが ないから、被ばくによる を考えていない。 でも被ばくの なかった。2

が たり 。健康の ロメー 。 

健診 ーが も るので、健診を受ける なし。 

4 2 行うことによって、 わ 事 性疾患が見つかる 性がある。一般健診で白血 が見つか

ったことがある。 

が 要。 の要 があるから 2 行っている。 

5 一般健診の にも放射線業務従事者であること（被ばく の異常、 か

かの ）を 記 せ、総合的に判断し している。 

一般健診と特殊業務健診を組み合わせて判断した事  

放射線の業務に従事している者が 健診において、白血球値の異常が められた。た し、 の

者には被ばく は無い。 にて 診 をし、 、 を受診、 の を っていくが、

の で特殊業務 に を れる はない。 

 

Web 診になることがあり、 的に しない。健診の が い。 

健診は必要と っている。特殊と っていない。 で っているので、受診 れる。線 と

5mSvの被ばくで る。 

線 は必ず っているということになっている。 的に ー を に れて

もらい、 れを している。 

従業 から被ばくの 無を くことはしている。 れがなければ、 が 。 

6 一般健診は が のみであるので、放射線業務に従事する に しては 常の 健診

では 血が無い。特殊業務健診により、 に して 血による がで る。 

一般健診では、白血球の が無いので、より かい がで る。 

特殊業務健診を受検することで、 の業務の の 要性について せる 果

がある。 

メリット 

一般健診の白血球には が無いので、 の ー ーになる。 

特殊業務健診が 2 というのは、業務の に して が い がする。 
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一般健診と特殊業務健診を組み合わせて判断した事  

  放射線 と判断 れる事 は無い。特殊業務健診の 血で 球の が められる場合が

あるが、 ト ー、 ー、 によるものである。白 は ト ーによる

もの、 血は、 によるものなので、 の 業 にはならない。 

はで ている。放射線 者は目が くので、受診を せ すい。 で っているの

で、受診 れる。 

7 な被ばくがあった 状がある については、一般健診と組み合わせて総合的な診断

をすることにより、検 結果の異常値 の 因が放射線の によるものか かをより

よく判断で る。 

一般健診と特殊健診の の項目に れるような血 検 結果（ 血球 白血球 な ）で

は、放射線の 以 の 因によるものか かを総合的に判断で るので、 組み合わせて判断

することがで る。 

8 なし。作業 の は、被ばく事 リ ットが すれば する。 

健診結果で くのではなく、線 の 値で を見ているが健診の結果、異常があるような事

はない。 

業 が 的に結果から、放射線業務に関係なく 検 の判 を す ー はある。 

9 メリット 受診者は を る  メリット ない疾患を見ることがある、 務が  

10 状では、一般健診と特殊は になっている。一 して 照で るような の を

にお いしているが、 ではいない。た 、必要があれば、一般健康診断の結果も、( で)

り せて 照で る。 

検 で っかかる が い があるような がある。 したわけではないが。 が

すい 、 にくい はいる うが、 すい の リー という では いかもしれな

い。 

11 を うと、組み合わせてはいない。放射線では事 はない。 

は、 すると が 的に くなる がいる。 に1 は な がある。 

12 一般健診と特殊健診を組み合わせはで ていない。これ で健診で があったことがないのでわ

からない。 

一般が に1 、特殊が 2 あり、項目を とめることがで れば しの を らすことがで

るの が、で ていない。 

13 組み合わせていない。 の健診を行うことで 者の につながる はある。 

14 組み合わせて判断している 

一般健診では白血球 がないので、放射性 ではなくとも、 れによる健康 が見つけられ

るのは い。 

電離放射線健診結果で が で た がいた。（健診結果が る に、 で受診し

がわかった） 

者に白血球 の い者がいる、 。 

の所見があったが、放射線白 ではなく、 った。 に の

った。（電離放射線による ではない） 

15 組み合わせて判断している。 

メリット  

項目 に関しては overlap しているが、 に診る が える。 

線 がで ていない、被ばく線 が で ない場合 

被ばくは線 がわからない健診必要 

電離 で放射線と関係ない 血 疾患が見つかった。 

白血球 で の疾患を で る。 

メリット  

、 が 一ないので、 ー が合わない。 

16 受診者の 。 業は 1 の が い。 的 要 が い。2 すると、 的 果がある。

放射線と関係ない疾患が見つかる。 

17 2 のメリットはない。線 に合った健診をして しい。 
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18 受検者の作業状況が 5 ｍSv 以下といった状況であるため、特殊健診結果においてはいずれも「業務

との因果関係なし」とし、一般健康診断結果についてフォローしている。 

被ばくをしていなければ特殊健診のメリットはない。 

19 電離健診の判断を行うための様式においては、電離健診に必要な項目のみを記載しており、基本的

には組み合わせて判断することは無い。 

被ばくをしていなければ特殊健診のメリットはない。 

20 特殊健康診断で所見ありの場合、一般健康診断と照らし合わせて総合的に判断している。 

放射線業務に従事してもよいか判断するためメリットはある。 

21 受検者の作業状況が 5 ｍSv 以下といった状況であるため、特殊健診結果においてはいずれも「業務

との因果関係なし」とし、一般健康診断結果についてフォローしている。 

上記のとおり業務起因性の異常はないが、電離健診の場合、一般健診にはない項目（白血球、血小

板）から異常値の場合に見つかる疾患はあると考える。 
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電 放射線健康診断 アル 

  職員、学 が電 放射線取扱業務を行うにあたり、 がないか確認し、電 放射線取扱業

務に 事しても がないかを確認するた 。また、電 放射線取扱業務に り健康 を していないか確

認するた 。 

係法 ） 法 66 前 、 施行 22 1 2 、電 56 （ 別表 2） 

病院職員：（。。。。。。。大学病院放射線 規定 9 健康診断） 

大学職員：（。。。。。。。大学アイソトープ研究センター放射線 規定 9 健康診断） 

 要  新規登録時（ 入時お 置 時）、お か月 と（定期健診時、裏月）に以下の内 で、

健康診断を実施する。 

被ばく の の 査（作業場所、内 お 期間、放射線 の 、自覚症状の その 放射線に

る被ばくに する事 ）、 血 お 血 の検査、 血 お 血 、 トク ット、

内 に する眼の検査、 皮膚の検査 

裏月では、 本 に を して のみ実施。 

しかし、医師の判断で内科診察もしくは採血、その が必要と れた場合は、それらを追加して実施する。 

放射線被ばく 5 シーベルト/ を るものについては、裏月の は不 。 

→電 放射線 規 56 の 4を確認 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-

Soumuka/kouhyousiryou.pdf 

  

1. ＜健診前＞ 

(1). ＜新規登録者： い入れ、 置 時＞ 

放射線業務 事者登録 を、新規登録者本人が、病院所属は 医学へ、大学所属はアイソトープ研究セン

ター（RI センター）へ提出する。 

日 、新規登録者をとりまと た RIセンターから、健診係へ RI健診の依頼がくる（FAXにて）。 

※本人から、健診について問い合わせがあった際には、健診係へ電話を回し確認してもらう必要がある。RIセンターから

健診係へ依頼が ていない ースもあり、その際はまだ RI健診を受けられないた 。 

※院内の 師の については、放射線業務 事者として登録はし すが、RI健診上は新規登録時として

時行うのではなく、それまでの で定期健診時と裏月に行って い。 

(2). ＜定期健診時＞ 

保健センタースタッ は、RIセンター りメールで 付 れた 近の「 月 の被ばく線量 定 」を して、対

象者へ する 電 放射線健康診断問診票 の「 ．被ばく線量」に各自の ータを記入する。 

また、健診係は、 の健診の流れ同 、 血 追加 ー ーを行う。 職員に しては、 月に健診がない

場合がある。その場合は 月に RI健診のみを受診する。 

(3). ＜裏月( 月+6か月)＞ 

定期健診時の RI で、産業医が「次回の血液、眼、皮膚の検査」を「☑ 」とした場合は、 （ 要

）のみ実施するた 、対象者は、 れた「電 放射線健康診断問診票」の 面を記載した上で、健診

係へ提出する。 
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ただ、定期健診時の産業医が「次回の血液、眼、皮膚の検査」を「☑必要」と判断した際には、それぞれを

追加して実施する。 

＜健診＞ 

以下の流れは、定期健康診断を実施している日には、健診会場で行う。 

定期健康診断を実施してない日（RI健診のみの日）には、人事課健診係で受付をし、保健センターで行う。 

 

（定期健診時と同時に行う場合） 

1. 健診係が受付を行い、問診票の記載やチェック漏れ等がないことを確認する。 

2. 定期健診とともに採血と内科診察を実施する。 

3. 問診票は健診係へ提出する。 

 

（新規登録者で、定期健診と兼ねずに RI健診のみを実施する場合） 

1． RIセンターから対象者の健診依頼がきているかを健診係が確認し、受診登録をする。 

2． 採血は紫スピッツ 1本とり、ラベルシールに IDと名前を記載して検体に貼付する。 

3． 問診票表面左下の処理欄に、採血日の記載、個別に☑しているかを確認する。記入がなければ、保健師がする。 

4． 裏面の自覚症状にチェックがあるか確認する。不備がある際は、その場で記載してもらう。 

5． 内科診察を依頼する。（健診会場の場合は、内科診察医。保健センターの場合は保健センター当番医。） 

6． 問診票を健診係へ渡す。（保健センターでの実施の場合は、ここで受診登録をしても良い） 

7． 受付時間の 10：30を過ぎたら、受診者一覧表の出力を健診係へ依頼する。 

8． 11：00の検体回収時間までに、採血検体と受診者一覧表を保健センターの入り口ドア付近に置く。 

 

（裏月で採血や内科診察が不要の場合） 

1. 健診係が受付を行い、問診票の記載やチェック漏れ等がないことを確認する。 

2. 内科診察が必要な場合には、健診係が対象者を診察に案内する。 

（健診会場の場合は、内科診察医。保健センターの場合は保健センター当番医。） 

3. 対象者は、問診票を健診係へ提出する。 

※問診票のみの提出者から電話で問い合わせを受けた場合には、（個人情報なので封入の上）メールボックスへの投函でも

良いと回答する。 

＜TIPS＞ 

・アイソトープ研究センターの業務とは？ 

→「線量の管理」「法律被ばく記録の作成」「各個人の被ばく線量」 

・線量等の管理責任者は？ 

→病院、大学それぞれに「放射線取扱い責任者」がおり、線量の管理、指導等を行っている。 

病院の放射線取扱責任者：「放射線部」、大学の放射線取扱責任者は、「アイソトープ研究センター」。 

・各職員の病院、大学の所属については、 

「放射線業務を行っている場所」での管理。 

例）消化器内科学に所属があるが、放射線業務を病院で行っている場合、病院の放射線取扱い責任者が線量、指導等の管

理。 
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労 事業 金 
分担  

 

が における電離放射線管理と化学物質管理の と 点 
 

分担者 後   業医 学 業 学 所 業性中毒学 室  
表者   業医 学 業 学 所放射 管理学 室  

分担者 立 一  業医 学 害 業保健 ン   
者 上   業医 学 業 学 所 業性中毒学 室  

 
 

要  
が では、 47年に制定された労働 法( 法)やその他の労働

省令により、 場での有害業務による 業がんやその他の 度の障害を予防す

るための体 が されている。電離放射線、あるいは化学物質を取り扱う業

務に従事する労働者の健康管理には共通点が多くみられる。そのため、本分担

では電離放射線および化学物質の曝露による健康障害予防を目的とした法

令について、制定された や施行後の を り るとともに、電離放射線

取扱業務従事者、および化学物質取扱業務従事者のそれぞれの健康管理に関す

る 在の法令について比較し、 後の在り方について検 した。 

 法令の をみると、電離放射線の人体への影響や化学物質の毒性による健

康障害が明らかになる度に法令の刷新や改訂が行われていることが明らかとな

った。電離放射線取扱業務従事者においては、化学物質と異なり個人の被ばく

線量を 確に できているため、リスク管理も化学物質より行い いと考え

られる。化学物質は令 6年度より事業所 の自律管理に 行する予定であり、

化学物質取扱業務従事者の健康管理についても、対象となる化学物質の適切な

管理ができている事業所においては健康診断 健診 度を することがで

きるようになる。電離放射線についても同様に健診 度の を行うことは可

能と考えられ、そのためには法令の 理が必要である。 

 

 

A:  

が では、 後間もなくの 22 年に労

働基準法が制定され、その後は有害業務に従事す

る労働者の健康障害を防 ために 々の法 が

的に行われてきた。 47 年には、 場での

有害業務による 業がんやその他の 度の障害を

予防するために、有害業務の作業管理・作業環境

管理・健康管理について規定した労働 法

( 法)が制定され、この法令に基づいて有害業務

による健康障害を予防するための体 が され

ている。 法を めとした労働者保 のための

法令は 情 の 化に ってその時 に合わせ

た改訂が り されており、労働者の健康障害予

防のための対 は年々強化されてきた。 
電離放射線、あるいは化学物質を取り扱う作業

に従事する労働者については、業務 性の健康

障害予防のために様々な法令による管理が行われ

ており、その内容については多くの共通点がみら

れる。本分担 では電離放射線および化学物質

の曝露による健康障害予防を目的とした法令につ

いて、その制定された や施行後の改訂の歴

を り る。また、電離放射線取扱業務従事者の

健康管理、化学物質取扱業務従事者の健康管理に

ついて 在の状 について比較し、 後の在り方

について検 した。 
 

B:  

 電離放射線および化学物質による健康障害予防

に関 する 及び 在の法令や通達、関 する

や の内容を確認した。 
 

C.  

1. 放射線および化学物質に対する有害性の認

と防 の  
 
1-1 電離放射線 

エックス線は、1895 年に の 者 ント

ンが した。エックス線の 後間もない

から、電離放射線が 体に対して有害作用がある

ことが られ めていた。特にエックス線の

を行う 者・医師などに皮膚症状、 といっ

た症状が れることが いで され、1920 年

には血液 ( 性 血)を 症した例も

されている。1928 年に、 際エックス線ラジ

ウム防 (IXRPC)がエックス線及び放射線

防 に関する初めての 際 を作 した。この
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内には、エックス線取扱者の労働時間の上限、

エックス線室の 、エックス線およびラジウム

の取扱い上の 点、 や 、エ ンな

どによる個人防 などが 41 項目にわたって記載

されている。 が においては、1914 年 行の

一 「れんとげん 」に放射線防 に関する

記載がされており、「 ント ン従事者の 」と

して 体的な防 方法の内容が記されているが、

前には放射線防 の規定を定めた法令や、電離

放射線曝露による健康障害を予防するための法令

は存在しなかったと考えられる。 
 

1-2 化学物質 
化学物質の有害性は、 業 の時 に認 さ

れ めたと考えられる。1770 年 に まった 業

では、木 よりもより高 な や ク

スを 用した 法が 及した。 も から

蒸気 関へと 化し、蒸気 関のエ と

しても や クスが 用された。 や

クスを させると が するが、

この 中にはベンゼン、 ン、

ク などの化学物質が含まれており、これ

らに曝露することにより健康障害が した。

業がんについては、1775 年に の外 医

・ ットが 除 の がんを初めて

しており、 に したス に「 期間」「

り し」曝露され、10 年 度の期間を経て がん

する可能性を指 した。以後、様々な化学物質に

よる 業がんの が行われている。 
さらに、1860 年 になると 規 な化学

が いで 立され(BASF: 1861 年、

スト: 1862 年、 エ : 1862 年など)、高 ・高

・ 法による化学合 の (Haber-Bosch法:   
1906 年)により、新規化学物質の が 度的

に み、これらに対する曝露の も した。 
が では、明 時 から 業の 化が ま

り、化学 業の とともに様々な健康障害が

されるようになった。化学物質曝露による健康

障害を予防するための法規制は、後述の 場法が

制定されるまでにも自 体 ベ で ではある

が存在した。例えば、「 所取 規則」(明
10 年 5 月)、「 所管理に関する 達」

(明 14 年)、 (明 29 年)、 (明 31
年)等において一般 場取 規則が されてい

る。また、 場取 規則( 、 等)、
取 規則( 、 、 等)、 取

規則( 、三 、 等)、 取 規則(
、 等)、 化 取 規則(
等)のように、対象物質に特化した特別取 規

則を定めた自 体も存在した。 
  

2.  第二 前の労働 に関わる法

律 
「 場法」は、明 44 1911 年に制定された

わが 初の本 的な労働保 立法である。同法は、

5 1916 年の 場法施行令によって同年 9
月 1 に施行された。 場法は、その後 12

1923 年に 要な改 が行われており、第二

前における も 要な労働保 立法であ

った。 場法の適用範囲は、常時「15 人」 12
年改 で「10 人」へ 以上を 用する 場と、事

業の性質が または 上有害な一定の 場と

に限られていた。ほぼ 業 にわたる事業を列挙

し、それら事業に(規 を問わず)適用する、と規定

された 後の労働基準法に比すれば、ごく限定的

な適用範囲であった。 
 また、保 の内容も、 場法本則では、 低入

年 を 12 とする、②15 の者および「

」について、 労働時間を 12 時間とし、

業( 後 10 時から 前 4 時)を し(例外と 期

の適用 予あり)、 の基準(6 時間を超えるとき

は 30 分、10 時間を超えるときは 1 時間)および

の基準( 月 2 回以上)を定め、一定の 有害

業務への 業を制限する、③ 場における の

のための行 の 検・ 令 を定め

る、 の業務上の ・ についての事業

の定 の を定めた。施行令においては、

金の通 いや 月 1 回以上 いの 則、

常時 50 人以上 用の 場における 業規則作

・ 義務( 12年改 )などを定めた。また、

結 予防を目的として、 13 年(1938 年)には

場法に基づく省令である 場 害予防及 規

則第 34 条の 第 7 項に「 場 は、 場医をし

て、 年 なくとも 1 回 の健診を さし べ

し」と規定された。2 年後の 15 年(1940 年)に
は、化学 業やその他 上有害な業務の が

したため、 場 害予防及 規則が改 さ

れ、有害業務に従事する においては 年 な

くとも 2 回以上の健診を行うこととなった。これ

が 在の特定業務従事者健診の まりであり、そ

の対象業務は 30 存在していた。 
場法は、 場労働について、 ・年 者や

の保 を 要内容としており、 一般の保

は、 のための行 監 限・労 に関す

る事業 の ・ 金 い 則の一 ・

業規則作 義務などに限定しており、 後の労働

基準法が労働者 般について 8 時間労働制・

制・年 有 制・ 金 い 則・ 業 当

等々の 際 準の労働基準を 立したこと、年

者・ に関する保 内容も 実させたことなど

に比すれば、初期の 的な労働保 法であった。

しかしながら、 場法は、それまでは 的な規
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制がなかった雇用関係の内容につき、当時特に必

要と考えられた労働保 を強行的な基準として法

定し、行 監 の み( 場監 制度)を 立し

た 初の法律であり、 が労働者保 ス ム

を めて制度化したことに 要な 義があった。 
  
3. 後から労働 法制定までの、電離放射

線・化学物質管理に関わる法令について 
後、 本 法が され、これに い

22 年には 前の 場法の れを で労働基

準法が制定された。労働 法が制定される

47 年までの 20 年 りは、労働基準法に基

づいた法令や通達として 管理体制の法

が行われた。以下、電離放射線および化学物質

それぞれに法令の をまとめた。 
 

3-1 電離放射線管理に関わる法令の  
25 年より放射性物質の 入が された。

この 入に対する行 的 置は、当時の 理 に

置されていた 学 行 が担っており、放

射性物質による健康障害についても検 が まっ

ている。 29 年には、「放射性物質による障害

予防 」を している。当時の労働省はこの

に し、関係労働者の放射線障害防 を

目的として、 
「労働基準法施行規則第 35 条第 4 号の取り扱

いについて」 27 年 7 月 21 基 547 号 、 
②「有害放射線による障害の防 について」(
29 年 8 月 7 基 第 461 号)、 
③「特殊健康診断指 指 について」( 31 年

5 月 18 基 第 308 号) 
といった通達を し対 の強化を行ってきた。 

30 年には、他省 が管 する法律として

「 基本法」が制定されている。当時の 学

が所管しており、これに基づき 32 年に

は「放射線同 素等による放射線障害の防 に

関する法律」(法律第 167 号)、所 「障防法」が制

定された。これにより、労働基準法においても、よ

り 実した規制を定める必要性が じてきた。ま

た、電離放射線の取り扱いは、 明期には医療

関を中 に行われていたが、 後の 新に

って金属 業、 業、 業が し、

線や放射性同 素( 線)を用いた 検査が

及し、電離放射線に従事する労働者が して

いた。このため、障防法制定の同時期 より放射

線業務における 管理方法の検 が行われ、そ

の結果をもとに 34 年には労働基準法に基づ

く省令として「電離放射線障害防 規則(電離則)」
( 34 年 3 月 31 労働省令第 11 号)が さ

れ、同年 7 月 1 から施行された。 
 

3-2 化学物質管理に関わる法令の  
が は、第二 後、 な経

を し げたが、他方、経 の で、 害に

よる な被害を経 してきた。  31 年(1956
年)には 者が に確認され、 36 年

(1961 年)には で んそく 者が多 し、

39 年(1964 年)には新 の 域での

新 が初 された。 通 域で

は、 からの に含まれる ウムにより

が している。これらは 場

やばい に含まれた化学物質が 期間にわたり

体内に取り まれたことで人に健康被害を じさ

せたものである。また、  43 年(1968 年)には、

いわ る 症事件を として、 リ 化

ニ (PCB)による環境 が 在化し、

50 年 になると、 業化学 としての 能性、

性がともに高いとされてきたトリク エ

ンなどの 性有 化合物による 下 が

問 化した。このように、 後の が にお

いては多 な化学物質の 用や 新の な

どにより 場の環境や作業が きく 化したため、

これに対応した 管理の体制づくりをめ して、

有害要 ごとの法令や通達が示された。 
初に、 26 年(1951 年)に エ 害

防 規則 、 中毒予防規則: 
則 が された。これは、GHQ がわが

で 事業を する条件として制定するよ

う指示したものである。 35 年(1960 年)に有

溶 中毒予防規則(有 則)、 36 年(1961 年)
に高気 障害防 規則( ・高気 作業 規

則)、 42 年(1967 年)に 中毒予防規則( 則)
が制定され、作業列挙方 による規制を規定した。

その後は ・ ンガン・ク ム等を規制する

金属障害予防規則の制定も検 されたが、これら

を取り扱う作業の実 を することが しくな

った。そこで は特に 害 に関係の い化学

物質を ・ 用している の 13,665 の事業者

に立ち入り調査を実施し、その結果を まえ

46年 (1971年)に多くの化学物質を物質ごと(化学

物質列挙方 )の規制としてまとめた「特定化学物

質等障害予防規則( ・特定化学物質障害予防規則:
特化則)」( 46 年 4 月 28 労働省令第 11 号)
を制定した。多くの有害要 に関して、有害要

ごとの通達や特別則と ばれる省令によって作業

環境の測定、 所 気 置の 置、労働 保

の 用、特殊健診の実施が規定された。特化則

では、 場で 用される化学物質による 業がん、

その他の 度の障害を予防するためにその 等

に係る 、 気・ 液等の用後 理、 の防

、適 な ・取り扱いのための管理、健診の実

施などについて規制している。また、特化則に関
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する 3 つの 示、すなわち「ガス等の濃度の値

を定める件」( 46 年労働省 示第 27 号)、「健

康診断の対象となる者を指定する件」( 46 年

労働省 示第 28 号)、「特定化学物質等作業 者

規 」( 46 年労働省 示第 29 号)も同時

に制定、 示された。特化則および関 する 3 つ

の 示は同年5月1 より施行され、制定の 年、

47 年に後述の労働 法が施行された

ことに って、同法に基づく労働省令となった。 
 
4. 労働 法とその特別規則の制定 

が では、1950 年 ば から経 とと

もに 場における有害作業の 度が し、1960
年 になると高度経 に い、 場・事業所

から される 気や 液中の有害物質による

害、あるいは作業に従事する労働者の健康障害な

どが きな 問 となった。そこで、当時の

労働省は 規 の立ち入り調査を実施し、その

結果を まえ、 防 基準の確立及び 体制

の明確化等により労働者の と健康を確保し、

有害業務に従事する労働者の 業がんやその他の

度の障害を予防するために、 47 年に労働

法( 法)や労働 規則( 則)、そ

の他の労働省令の制定を行った。 
労働者の健康障害防 置については、 法

第 22 条に明記されている。 
 
 

第 22 条 事業者は、 の健康障害を防 するため

置を じなければならない。 
一 料、ガス、蒸気、粉じん、 素 空気、

体等による健康障害 
二 放射線、高 、低 、超 、 、 、異

常気 当による健康障害 
三 監視、 作等の作業による健康障害 
 気、 液又は さい物による健康障害 

また、 法 27 条には、「第二十条から第二十

条まで及び第二十 条の二第一項の規定により事

業者が ずべき 置及び前条の規定により労働者

が守らなければならない事項は、 労働省令で

定める。」とされている。この 法第 27 条を

として、電離放射線障害防 を目的として制定

された電離則、及び化学物質障害防 を目的とし

た有 溶 中毒予防規則(有 則)・特定化学物質障

害予防規則 特化則 ・ 中毒予防規則( 則)・
中毒予防規則( 則)・ 障

害予防規則等( 則)は 法の特別規則として

み まれた。以 、 情 の 化に合わせて

法やその特別則等の法令は改訂が 度行われ

ている。 
 
4-1 電離放射線管理に関わる法令の  

電離放射線については、電離則を中 に改 が

行われており、 な内容は概ね 際放射線防

(ICRP)等の 際 に基づいた となって

いる。改 内容を表 1 にまとめた。

 

 

表 1 電離放射線管理に関 する法令の改訂( に電離則) 

改  省令 な内容 
38年

12月 28  
労働省令 
第 21号 

ICRP Publ.6に基づく改訂。 

50年
3月 29  

労働省令 
第 12号 

「電離放射線障害防 対 要 」の 定 
写 影用ガン 線 射 置に関する項目の  

50年
6月 26  

労働省 示 
第 51・52号 

エックス線 置等 規 、ガン 線 射 置 規 の制定 

51年
7月 9  

労働省 示 
第 75・76号 

作業 者 規 の制定 

52年
8月 31  

労働省令 
第 25号 

新しい ( 30 )の に う改訂 

63年
10月 1  

労働省令 
第 32号 

ICRP1977年 Publ.26の 内法令への取入れのための改  

11年
11月 30  

労働省令 
第 46号 

施 等において 料等を取り扱う作業などの適 を期するための
改  

13年
3月 27  

労働省令 
第 42号 

ICRP1990年 への 内法令への取入れのための改  

17年
6月 1  

労働省
令第 98 号 

「電離放射線に対する防 及び放射線 の のための 際基本 基
準(BSS)」の 際 除 ベ の 内法令への取入れのための改  

令 2年 
4月 1  

労働省
令第 82 号 

23 年の ICRP 「 応に関する 明」に基づく、「眼の
体にかかる放射線防 の在り方について( )」への対応のための
改  
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34 年に ICRP は放射線障害の防 に関し

て を行った Publ. 6 。この では、従 の

では 期間の被ばく 容量をもとにした規制

を行っていたのに対し、 期間にわたる 容線量

による ント とし、電離放射線業務従事者

の個人の健康管理強化を っている。この を

受けて、 38 年に電離則の改 規則が 施行

された。 体的には、 従 の管理区域、 区域

の 定を して管理区域のみの規制とし、放射

線防 について必要な基準を 、②放射線業務

従事者の 線量について 容値を 定(年 5
ムかつ 3 月間上限 3 ム)、③被ばく線量の測定

結果についての記 及び関係労働者への 義務

の規定、 エックス線 置等放射線 置の 置に

関する規定、 放射性物質取り扱い作業室等の空

気中放射性物質濃度測定及び表 の測定に関

する規定、 健康診断の検査内容の 、定期健

康診断の回数を年 4 回から 6 月以内に 、

業用エックス線 置の 用に際し、管理区域ごと

にエックス線作業 者の 義務化、について

改訂されている。 
48 年 には、 業などで 検査を

行うために用いられていた 線 写 を 影す

る作業に従事した労働者の中に、 適切な管理に

より被ばくし健康障害を こしたものが多数いる

ことが明らかとなり きな 問 となった。そ

こで、労働省は「電離放射線障害防 対 要 」

( 48 年 3 月 12 基 121 号)を定め、関係業

に対 の強化を指示している。 
1977年 ICRP Publ. 26に基づく改訂では、

放射能の量、線量当量などに関する を 際

(SI)に 、②管理区域 定の要否を、外

放射線による実行線量等量と空気中の放射性物質

による実 線量等量の合 とした、③管理区域に

立ち入る労働者区分を「放射線業務従事者」「管理

区域に一時的に立ち入る労働者」の 2 区分とした、

放射線業務従事者の被ばく限度に、実行線量当

量と 線量当量を 入しそれぞれの年限度を

定、 線量規制は 、等の内容が された。 
ICRP1990 年 を受けた改 では、 線量等

量を線量に、実 線量等量を実 線量に、用 の

②管理区域を実 線量が 3 か月につき 1.3 
mSv を超えるおそれのある区域とした、③放射線

業務従事者の受ける実 線量を 5 年につき 100 
mSv かつ 1 年間につき 50 mSv 以内とした、

作業に従事する間に受ける線量について、眼の

体が受ける等 線量を 300 mSv 以内及び皮

膚に受ける等 線量を 1 mSv 以内とした、 被ば

く線量及び健診結果の記 保存年限を 30 年とし

た、 放射線業務に常時従事する労働者に対する

健診を一律 6 月以内に 1 回とし、被ばく線量が 1
年間で 5 mSvを超えることのない労働者について

は、定期の健診において、 則として血液や眼及

び皮膚の検査は省略できる、等の健診に関わる項

目が されている。 
23 年には、ICRP が「 応に関する

明」を 表し、眼の 体の等 線量限度を き

下げるように した。これを受けて、令 2 年

に「眼の 体に係る放射線防 の在り方につい

て( )への対応のための改 (令 2 年 4 月

1 労働省令第 82 号)が行われた。 
 
4-2 化学物質管理に関わる法令の  

化学物質については、特化則を中 に改訂が行

われており、 な内容としては新規対象物質の

、あるいは分 の となっている。 な改訂

の要点を表 2 にまとめた。 年では、新規物質を

新たに するため、法改 の間 が くなって

いることがわかる。 在、上 されている化学物

質は 7 ほどであり、さらに新規の化学物

質は年々 している。 年の労働 害 で

は、 規制化学物質による健康障害が 8 を め

るようになり、また な 業ばく露事例( ば

く露労働者の がん・ 性中皮 、 刷 の 管

がん、 料 労働者の がん等)も してい

る。 
これらの 害事例などから、あらためて労働者

への取扱い物質の 性・有害性の 及びリス

ク ス ントに基づいた対 の 要性が き

りになった。これを受け、令 3 年 7 月には の

である「 場における化学物質等の管理の

あり方に関する検 」において、「化学物質の自

律的な管理」を念頭に置いた新しい化学物質の管

理体制を 入することの必要性が示され、その

に基づき新たな 省令が令 4 年 2 月および 5
月に された。労働者の曝露防 対 等を定め

た化学物質規制体 が、化学物質ごとの個別 体

的な法令による規制から、以下を 則とするリス

クベ スの み(自律的な管理)に わることに

なる。その 要な項目として 化学物質の 性・

有害性に関する情 の 達強化、②事業者は の

情 に基づいてリスク ス ントを行い、ばく

露防 対 を自ら して実行する、③「化学物

質管理者」「保 用管理 者」の 義務化、

自律管理が適切に実施されていることを労 等

で ニ リン するために、( ) での

調査 が必要となることなどが定められている。 
この改 は 後の化学物質管理の在り方を き

く える施 である。自律管理を適切に行うこと

により、 化学物質管理の 準が一定以上である

と所 労働 が認定した事業場につい
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表 2 化学物質管理に関 する法令の改訂( に特化則) 

改  省令 な内容 

63年

9月 1  

労働省令 

第 26号 

第 1 物質および第 2 物質のうち一定のものに作業環境測定を行

い、結果の保管を義務 けた。 

7年 

1月 26  

労働省令 

第 3号 

作業環境測定を行わなければならない特定化学物質として 9物質(

素化 ニ 、エ ン ン、 化 ニ 、 、

3,3 -ジク -4,4 -ジ ジ ニ ン:MOCA、トリ ンジ

ト、ニッ ニ 、ベ - ラクトン、

ジ )を 。 

このうちエ ン ン等特別管理物質 6物質について、作業環境測

定結果を 30年保存とした。 

13年

4月 27  

労働省

令第 122 号 

第 2 物質にエ ン を 。 

16年

10月 1  

労働省

令第 147 号 

第 2 物質に三 化 素を 。 

19年

12月 28  

労働省

令第 155 号 

第 2 物質に ム を し、特別管理物質とした。 

20年

11月 12  

労働省

令第 158 号 

第 2 物質にニッ 化合物、 素およびその化合物を し、特別

管理物質とした。 

23年

1月 14  

労働省

令第 5号 

第 2 物質に 化 ン、1,1-ジ ラジンを 。特別

管理物質とした。 

24年

10月 1  

労働省

令第 143 号 

第 2 物質に ンジウム化合物、 ト及びその無 化合物、エ

ベンゼンを 。いずれも特別管理物質とした。 

25年

3月 5  

労働省

令第 21 号 

ト- ジニトリ を作業環境測定の結果の 等の対象に

。 

25年

8月 13  

労働省

令第 96 号 

第 2 物質に 1,2-ジク ンを 。特別管理物質とした。 

26年

8月 25  

労働省

令第 101 号 

第 2 物質にジ -2,2-ジク ニ ス ト(DDVP)を

し特別管理物質とした。ク ム、 化 素、1,4-ジ

ン、1,2-ジク エ ン、ジク ン、ス ン、1,1,2,2- ト

ラク エ ン、 トラク エ ン、トリク エ ン、

トンを有 則の対象物質から特化則対象の特定化学物

質へ 行し、第 2 物質に し特別有 溶 等に分 した。 

27年

9月 17  

労働省

令第 141 号 

第 2 物質に ン、リ ラクトリ ラ ック

(RCF)を した。いずれも特別管理物質とした。 

28年

11月 30  

労働省

令第 172 号 

第 2 物質に ト-ト ジンを し、特別管理物質とした。 

29年

2月 16  

労働省

令第 8号 

3,3 -ジク -4,4 -ジ ジ ニ ン(MOCA)に係る特殊

健診の項目に、 がん等の を予防・ 期 するための

項目を した。 

29年

4月 27  

労働省

令第 60 号 

第 2 物質に三 化二 ン ンを し、特別管理物質とした。 

令 2年 

4月 22  

労働省

令第 89 号 

第 2 物質に、「溶 ム」を し、「 ンガン及びその化合

物( 基性 化 ンガンを除く。)」の「( 基性 化 ンガンを除

く。)」を 除した。 

 
ては、当該認定に係る特別規則について個別規制

の適用を除外し、事業者によるリスク ス ン

トに基づく管理に ねることができる。②有 溶

、特定化学物質(特別管理物質等を除く)、 、

に関する特殊健診の実施 度について、

作業環境管理やばく露防 対 等が適切に実施さ
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れている場合など、事業者はそのリスクに応じて、

当該健診の実施 度(通常は 6 か月以内ごとに 1
回)を 1 年以内ごとに 1 回に できるようにな

る、ことを内容に り んでいる。さらには「特化

則、有 則で規制されている物質(123 物質)の管理

は、5 年後を目 に自律的な管理に 行できる環

境を えた上で、個別 体的な規制(特化則、有

則等)は することを 定している」ことも示さ

れている。 
 
5 法に定められた管理体制：健康管理の観点から 
 
5-1 特殊健診 

一般に、 場に存在する労働者の健康障害要

は数 に分 されており、このうち化学的健康

障害要 として有 溶 、 金属、粉じん、 な

ど、物理学的健康障害要 として 、 、

、 、電離放射線などが挙げられる。これらの

要 が特殊健診の対象となっている。 
特殊健診は、作業に する健康影響を診断す

るための健診である。一般健診と異なる ント

とは、通常の けでは存在しない健康異常を

対象にするとこ である。特殊健診の目的とは、

業性 を 期 して 期 療に結び け

ること、②有害要 への曝露 度を し、健康

障害リスクを低減させるために作業環境や作業方

法の改 に かすこと、③個別の労働者について、

業場所の 、作業の 換、労働時間等の

を ずること、である。 
29 年(1954 年)には労働基準法が改 され、

強 の蒸気等が する業務に従事する労働者に

対して 労働 の分 で初めて 医師による

健診が規定された。特殊健診としての体 は、「労

働基準規則第 18 条、 年 者労働基準規則第

13 条及び労働 規則第 48 条の 上有害

な業務の取扱い基準について( 23 年 8 月 12
け基 第 1178 号)」(後述の 1178 通達)の 8 年

後、 31 年(1956 年)に、 要な 23 業務につい

て「特殊健康診断指 指 」( 31 年基 第 308
号)が有害要 ごとに特別な項目について自 的

実施することを指 するという みを示し

たことによって 作られた。 38 年(1963 年)
には「健康診断結果に基づく健康管理指 」(
38 年基 第 939 号)がその事後 置(健康管理区分

表等)の みを示し、 在の特殊健診の体 が

された。以 、 36 年に有 溶 中毒予防規

則、 42 年に 中毒予防規則、 46 年に特

定化学物質等障害予防規則( ・特定化学物質障害

予防規則: 特化則)などが 々と制定された。 
場における有害業務への曝露実 は、 時間

に一時的に曝露するもの、 期間に 量曝露する

もの、比較的多量の曝露を断 的に り すもの

など、様々なものが存在する。これらにより じ

る健康影響は、曝露 後に こる 性影響と、

または 期間曝露による 性影響、そして曝露

期間に関わらず曝露 後の一定期間後に健康障

害が する 性障害がある。 性影響は曝露

量と影響 の関係や、影響 の 値が明らか

となっている場合が多いため、対 は に作業環

境管理や作業管理の 域で行われる。従って、特

殊健診の な対象とされるのは 性影響および

性影響となる。特殊健診を行うにあたっては、

対象者の 定、健診項目の 定、健診実施の

ン 等を 定する際に、曝露の実 と、それに

関係する健康影響について十分に考 する必要が

ある。 
特殊健診は表 3 に示す法律およびその他省令で

義務 けられたもの(労働 法第 66 条 2 項

および 3 項、じん 法)と行 通達(指 )によ

るもの、また法的には規制されていないものの

業医がその有害物質や有害作業からの健康管理が

必要と判断した場合に行う自 的な特殊健診(法
定外)がある。健診の実施時期については、雇入れ

時または配置換え時、および定期(通常は 6 か月

に 1 回)に実施することが基本である。また、特殊

健診の結果の保存については、有害要 によって

その期間が異なることも特 である。電離放射線

は電離則により 30 年間の保存が規定されている。

化学物質等については、特定化学物質のうち特定

管理物質は特化則に基づき 30 年間保存、 は

則に基づき 40 年間、粉じんはじん 法に基づき

7 年間、それ以外のものは 5 年間と定められてい

る。 
 

以下、特殊健診の内容については、電離放射線お

よび化学物質に分けてそれぞれ述べる。 
 
5-1-1 電離放射線 

電離放射線業務に従事する労働者については、

電離則第 56 条 1 項の規定で、「放射線業務に常時

従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、

雇入れ又は放射線業務に配置替えの際及びその後

6 月以内ごとに 1 回、定期に、医師による健診を

実施しなければならない」とされている。 
健診を担当する医師は、電離則第 56 条第一項第

一号に掲げられている「被ばく歴の有無の調査及

びその 」を行う。これは、作業場所・作業内

容・作業期間・放射線障害の有無・自覚症状の有無

等の項目を問診で することである。この際に、

事業者は電離則第 56 条第 項の規定により、健診

対象労働者 について前回の健診実施後に受け

た線量を医師に示さなければならない。 に、電 
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表 3 法令に定められた特殊健診 

 特殊健診の  対象業務等 健診実施時期・健診項目等の条  
じ
ん

法 

じん  
健診 

じん 則別表に掲げる粉じん作業従事者等 
(じん 則第 2条、同則別表) 

じん 法第 3条 
じん 法第 8条 第 9 条の  

労
働

法 
 

高気 業務 
健診 

高 室内業務または 業務 
( 法施行令第 22条第 1項第 1号) 

高気 作業 規則第 38 条 

電離放射線 
健診 

エックス線、その他電離放射線にさらされる業務 
( 法施行令第 22条第 1項第 2号) 

電離放射線障害防 規則第 56 条 

除 電離放射線
健診 

除 等業務に常時従事する除 等業務従事者 本 により じた放射性
物質に された土 等を除 す
るための業務等に係る電離放射線
障害防 規則第 20 条 

健診 等を取り扱う業務( 法施行令第 22条第 1項
第 4号) 

中毒予防規則第 53条 

 
健診 

の 、 入、取り扱いの業務 
( 法施行令第 22条第 1項第 5号) 

中毒予防規則第 22 条 

有 溶  
健診 

内作業場(第 3 有 溶 は、 ンク等の内
に限る)における有 溶 業務 
( 法施行令第 22条第 1項第 6号) 

有 溶 中毒予防規則第 29 条 

特定化学物質 
健診 

1. 法施行令別表第 3号第 1号(第一 物質)も
しくは第 2 号(第二 物質)に掲げる物を し、
もしくは取り扱う業務(た し、エ ン

、 ム の 取り扱いの業務は除
く。また、 ラ ンまたは ゼン 等について

法施行令第 22条第 1項で除かれる業務あり。 
2. 法施行令第 22 条第 2 項に掲げる物を
に し、または取り扱っていたことのある労働
者で に 用しているもの 

特定化学物質障害予防規則第 39 条 
同則別表第 3、第 4 

健診 障害予防規則による ・取り扱い業務 障害予防規則第 40 43 条 

医師による 
健診 

法施行令第 22 条第 3 項に掲げる業務( 、
、 、 、 化 素、 りんその他 又

はその 持 に有害な物のガス、蒸気又は粉じ
んを する場所における業務) 

労働 規則第 48条 

健康管理 に
よる健診 

特定の業務従事者の 後の健診 労働 法第 67条 

 
 

離則第 56 条第二項・第三項・第 項に規定される、

健診項目の省略の可否については、健診対象者そ

れぞれに 合的に判断する必要がある。 
また、電離則においては、受ける実 線量による

検査の省略という項目がある。これは、 13 年

3 月 27 改 の電離則で示されたもので、1 年間

に受ける実 線量に応じて以下の通りとされた。 
健康診断 の属する年の前年 1 年間に受ける実

線量が 5 mSvを超えるおそれがない放射線業務

従事者については、医学的検査は 則 要であり、

被ばく歴の有無の調査の結果、医師が必要と認め

たときに、その検査を実施すれば りるものであ

ること。 
②上記 以外の者については、医学的検査は 則

実施する必要があり、被ばく歴の有無の調査の結

果、医師が必要でないと認めたとき、その検査を

省略できること。 
このことは、放射線業務が他の有害業務と異な

り、放射線業務従事者個人の被ばく線量の個人測

定を行うことができ、被ばく線量の値に対応した

人体への影響がほぼ特定されていることから定め

られている項目であると える。 
 
5-1-2 化学物質 

化学物質については多くの があることから、

則・ 則・有 則・特化則・ 則・

則といった法令により対象物質ごとに検査項

目が定められている。対象物質によっては 性

影響を考 し、 期間健診を行う必要があるもの

もある。 性影響がある化学物質等については、

業務を離れた後でも障害が するか、あるいは

新たな健康影響が れることを考 し、 期に

り健診を実施する必要がある。これは「 在当該

作業に従事していないとしても、 にその作業

に従事した経歴がある場合、 までは指定され

た項目について定期に特殊健康診断を けなくて

はならない」と規定されており、 特別管理物質
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(エ ン および ム を除

く)、② 物質のうち、ベンジジンおよびそ

の ・ ス(ク )エ ・ベ -
ンおよびその ・ 等の しくは

取り扱いに い の粉 を する場所におけ

る業務、③じん 健診にて管理 2 / 管理 3  / 管
理 3 と判定された者、が対象となる。 
また、これに して、健康管理 の と

いう制度が存在する。本 、化学物質による健康

障害を防 する 務は事業者にあるものの、 が

んなどの 性影響は離 後に する可能性が

あることから、事業者による において健康管

理を行うには限 がある。そこで、 性影響が

念される業務に従事した労働者に対して離 後

の健康管理を目的として される が健康管

理 である。健康管理 による健診は、労働

法第 67 条に基づき実施される。 
 
5-2 特定業務従事者健診 

特定業務従事者の健診については、 則第 44
条(定期健康診断)および第 45 条(特定業務従事者

の健康診断)に規定されている(資料 1)。第 45 条に

は、「事業者は、第十三条第一項第三号に掲げる業

務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配

置替えの際及び 月以内ごとに一回、定期に、第

十 条第一項 号に掲げる項目について医師に

よる健康診断を行わなければならない。この場合

において、同項第 号の項目については、一年以

内ごとに一回、定期に、行えば りるものとする」

とある。第 号の項目とは エックス線および

検査のことである。 
特定業務従事者健診の対象業務は、 則第 13

条第 1 項第 2 号に定められている 13 の業務であ

る(資料 2)。対象業務は、 業務、 業務、粉

じん業務、異常気 下業務、 業務、 量物取扱

い業務、 業務、 内業務、 業務、有害物取

扱い業務、有害ガス等取扱い業務、 体取扱い

業務、放射線業務と多 に るが、特定業務従事

者健診の項目は、業務内容に関わらず一般定期健

診と同じである。 
22 年(1947 年)に された労働基準法の

第 52 条に、雇入時健診と定期健診が規定された。

健診は 場法時 の省令から法律に 上げされ、

健診の対象者についても、 場の のみから

ての業 の労働者へと された。また、 年 2
回以上定期的に健診を行わなければならない業務

については しが行われ、 労働 規則

第 48 条に規定された。これは、 在の特定業務従

事者健診対象となる 13 の業務( 則第 13 条第

一項第二号に規定)と同じであり、 在まで さ

れていない。 

年 2 回以上健診を実施しなければならない

上有害な業務は定められたものの、 業務にお

いて健診を実施する対象を 定するための 体的

基準は示されていなかった。そのため、 23 年

に「労働基準規則第 18 条、 年 者労働基準規

則第 13 条及び労働 規則第 48 条の 上

有害な業務の取扱い基準について( 23 年 8 月

12 け基 第 1178 号)」(以下、1178 通達 が

され、基準が された 資料 3 。 
1178 通達で示された基準は、労働 を す

るうえで 観性を有する 学的基準を 定するこ

ととして、 し当たり特別な 管理が必要とな

る有害物を列挙し、当 当と考えられる基準値、

いわ る 限度を けていた。 限度を超える場

合は、事業者が有害業務として必要な 置を行わ

なければならないとされた。しかし、その基準値

の定義は、 の間でも確定しておらず、さら

に当時は、1178 通達で示されている作業環境基準

の適合の有無を判断するため作業環境測定 が

確立していなかったという事情もあった。 的

に、13 年後となる 1961 年 36 年 に、 本

業 学 は「 限度」という表 を「 容濃

度」という表 に置き換え、17 の物質について

した。以後、対象業務の基準に関しては、1178
通達の後に、 25 年基 1456 号、 42 年

第 23 号、 3 年 6 月 26 事務 、

4 年基 第 480 号なども通達されたが、その内容

は きく わっていない。 
 
5-3 放射性同 素等の規制に関する法律による

健診 
放射性同 素等の規制に関する法律 (RI 法) 

は 規制 所管の法律である。 規

制 は、 用における 確保を る

ため必要な施 を 定・実施する環境省の外 で

あり、電離放射線・放射性同 素(U、Pu、Th を

除く)・放射線 置を規制する監 省 である。 
RI 法に基づく健康管理については、第 23 条に

「 可 用者及び 可 業者は、 規

制 規則で定めるとこ により、 用施 、

物 替施 、 施 、 物 施 又は

施 に立ち入る者に対し、健診を行わなけれ

ばならない。 . 可 用者及び 可 業

者は、前項の健診の結果について記 の作 、保

存その他の 規制 規則で定める 置を

じなければならない。」と定められている。また、

その については放射性同 素等による放射

線障害の防 に関する法律施行規則 (RI 則) の第

22 条および第 23 条に定められている (資料 4)。 
RI 法に基づく健診の実施は、 放射線業務従事

者(一時的に管理区域に立ち入る者を除く)に対し
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て、初めて管理区域に立ち入る前。②管理区域に

立ち入った後については、(前回の受診から) 1 年

を超えない期間ごと。③被ばくした恐れがあると

きなど。となっている。また、血液、皮膚、および

眼の検査・健診については医師が必要と認める場

合にのみ実施することとなっている。なお、電離

則に基づく特殊健診と異なり、RI 法に基づく健診

結果の保存年数には期限がない。 
 
5-4 他の健診との同時実施 

通常、特殊健診を実施する場合、受診者の負担

を減らすために一般健診やその他の特殊健診、特

定業務従事者健診等と併せて実施することが多い。

その場合には、共通の項目については結果を共有

することとなるが、診察や判定の際にはどの健診

の項目に該当するのかがわかりづらく、それぞれ

の健診の内容を十分に理解し確認して行う必要が

ある。化学物質と電離放射線では、他の健診との

関係性については事情が異なる。 
まず、化学物質管理における特定業務従事者健

診の対象者と特殊健診の対象者の範囲について

は、ベンゼンを例にして説明する。ベンゼンを取

り扱う作業について、特定業務従事者に該当する

作業は、1178 通達内(資料 3)において「作業場の

空気が列挙の物質のガス、蒸気又は粉じんを下記

の限度以上含有する場所である。(中略)ベンゼン

100ppm」とされている。すなわち、これよりも低い

濃度の作業環境における作業は特定業務には該当

しない。一方、特化則による特殊健診の対象につ

いては、特化則第 39 条別表第三の上欄に掲げる業

務の区分に応じ、雇入れ又は当該業務への配置換

えの際及びその後同表の中欄に掲げる期間(ベン

ゼンの場合は 6か月)以内ごとに１回、定期に、同

表の下欄に掲げる項目について医師による健康診

断を行わなければならない」とされる。すなわち、

当該業務に常時作業するものが対象となり、ここ

には作業環境に関する定義は存在せず、他の化学

物質についても概ね同様である。このことから、

法令遵守の観点からは、作業環境管理が適切に行

われている作業場でベンゼンを取り扱う作業に従

事する場合、特定業務従事者健診は必要ないが、

特殊健診は必要であるということになる。 

一方、電離放射線については、1178通達内にお

いて「ラジウム放射線、エックス線その他の有害

放射線にさらされる業務：「その他の有害放射線」

とは、紫外線、可視光線、赤外線等であり強烈なも

の、及びラジウム以外の放射性物質、例えば、ウラ

ニウム、トリニウム等によりの放射線をいう。従

って本号にあたる業務は、ラジウム放射線、エッ

クス線、紫外線等を用いる医療、検査の業務、可視

光線を用いる映写室内の業務、金属土木溶解炉内

の監視業務等である。」と記載されており、明確な

作業環境基準が定義されていない。一方電離則に

おいては前述の通り、電離則第 56 条第一項の規定

で、「放射線業務に常時従事する労働者で管理区域

に立ち入るものに対し、雇入れ又は放射線業務に

配置替えの際及びその後 6 月以内ごとに 1 回、定

期に、医師による健康診断を実施しなければなら

ない」とされている。一方、RI 則に基づく健診は

第 22 条第一項「放射線業務従事者(一時エックス

区域に立ち入る者を除く) に対し、初めて管理区

域に立ち入る前に行うこと。」第二項「前号の放射

エックス事者については、管理区域に立ち入った

後は一年を超えない期間ごとに行うこと。」と定義

されている。電離放射線については、化学物質と

異なり、電離則においてのみ個人被ばく線量によ

り数値による指標が定められているため項目の省

略が可能であるが、特定業務従事者健診や RI 則に

基づく健診については明確な作業環境の指標や個

人被ばく線量の数値が示されておらず健診の対象

があいまいであるため、法令遵守の観点からは、

電離放射線に曝露される可能性のある労働者に対

して、すべての健診を行うことになると考えられ

る。 
 

D.考察 

電離放射線や化学物質を取り扱う作業に従事

する労働者の健康障害予防を目的とした、様々な

法令について調査を行った。法令が制定された経

緯やその後の改訂履歴をみると、電離放射線の人

体への影響や化学物質の毒性による健康障害が明

らかになる度に法令の刷新や改訂が行われている

ことが明らかとなった。 

電離放射線業務従事者については、化学物質等

の他の有害業務と異なり、個人の被ばく線量測定

により管理がなされており、さらには被ばく線量

の値に対応した人体への影響がほぼ特定されてい

るため、法的にも健診の医学的検査の必要性の要

否について明確な指標が示されている。被ばく線

量が低い電離放射線業務従事者に対しては、健診

における医学的検査の必要性は減じられるべきで

あり、被ばく歴の有無の調査の結果から当該被ば

く線量の値に疑問を持つべき明らかな要素がある

か、電離放射線の影響と思われる自他覚症状が有

る場合に医学的検査が必要であると判断される。

一方、被ばく線量の値が比較的高い電離放射線業

務従事者においては、医学的検査の必要性は高く

なり、医学的検査が省略可能と判断するには当該

被ばく線量の値に疑義が無く、かつ自他覚症状も

認められないことが必須条件になると考えられる。 

化学物質の管理については、「化学物質の自律

的な管理」を念頭に置いた新しい化学物質の管理
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体制を 入することの必要性が示され、その

に基づき新たな 省令が令 4 年 2 月および 5 月

に された。以後、 的に 省令が施行され、

令 6 年度から法令による管理の内容が に

される予定である。これにより、事業者が自律

的に化学物質を管理する事が められるようにな

る。 要な項目として 化学物質の 性・有害

性に関する情 の 達強化、②事業者は の情

に基づいてリスク ス ントを行い、ばく露防

対 を自ら して実行する、③「化学物質管

理者」「保 用管理 者」の 義務化、

自律管理が適切に実施されていることを労 等で

ニ リン するために、( ) での調

査 が必要となる、ことが示されており、 後

は事業者が 体的に化学物質のリスクを し、

適切に管理する体制づくりが するものと考え

られる。また、この「化学物質の自律的な管理」に

おいては、「ばく露の 度が低い場合における健康

診断の実施 度の 」について示されており、

この内容は令 5 年(2023 年)4 月 1 に施行され

た。これは、有 溶 、特別管理物質等を除く特定

化学物質、 、 に関する特殊健診の

実施 度について、作業環境管理やばく露防 対

等が適切に実施されている場合には、通常は

か月以内ごとに１回となっている当該健診の実施

度を１年以内ごとに１回に できることとす

る、とされている。この実施 度の ができる

要件は、 当該労働者が作業する 作業場所に

おける 3 回の作業環境測定結果が第一管理区

分に区分されたこと、② 3 回の健診において、

当該労働者に新たな異常所 がないこと、③

の健診実施 から、ばく露の 度に きな影響を

えるような作業内容の がないこと、であり、

③の てを たす場合に健診 度の が適

応される。なお、 については、作業環

境測定の実施が義務 けられていないが、健診項

目として 物学的 ニ リン が実施されている

こと等から、 の要件を除き、②と③の要件を

たす場合に適応することとする、とされている。

この要件を一つでも たさない場合には健診の実

施 度は従 通り 6 か月に 1 回行うこととなって

おり、この要件を たすかどうかの判断は、事業

所 ではなく、事業者が労働者ごとに行うこと

とし、この要否の判断は労働 に係る 又は

経 のある医師等の の を まえて判断

することが ましいとされる。また、同一作業場

で作業内容が同じで、同 度のばく露があると考

えられる労働者が 数存在する場合は、その

が前述の ③の要件を たしている場合に

は実施 度を 1 年に 1 回へ すことが ましい

ことが示されている。化学物質を取り扱う作業に

従事する労働者の健康管理においては、 度の「化

学物質の自律的な管理」に係る法改 において、

作業環境管理やばく露防 対 等が適切かつ

的に実施されている、いわ る自律管理の ベ

が高い事業者では健診の実施 度が 可能であ

ることが法令で明確に示された。 

一方、電離則では特殊健診について、「 月以

内ごとに一回(年 2 回)健診を行うこと、②健康診

断 の属する年の前年 1 年間に受ける実 線量が

5mSv を超えるおそれがない放射線業務従事者に

ついては、医学的検査は 則 要であり、被ばく

歴の有無の調査の結果、医師が必要と認めたとき

に、その検査を実施すれば りるものであること、

③上記②以外の者については、医学的検査は 則

実施する必要があり、被ばく歴の有無の調査の結

果、医師が必要でないと認めたとき、その検査を

省略できること。」と規定している。た し、本

の調査の結果からは、5 mSv を基準として医学

的検査が省略可能であることについて 施 にお

いて認 が であること、電離放射線健診の医

学的検査の省略を行わない施 では、その理 を

「省略規定を認 していない」「 から要 があ

る場合、 則第 55 条健診では省略できず同時に

そのまま行う」と説明している例もが明らかとな

った。このように、電離放射線健診の検査・健診の

省略規定は 状では有 に 能していない可能性

が考えられるが、これは RI 法、 則、電離則と

数多くの法律による健診が同時に存在し、それぞ

れの が 一されていないために健診を行う事

業者で をきたしていることが一 になってい

ると考えられる。 後、電離放射線を取り扱う作

業に従事する労働者の健康管理については、これ

らの法令の 理を行う必要があると考えられた。

法令の 理が行われれば、電離放射線の特殊健診

についても、化学物質同様、作業環境管理やばく

露防 対 等が適切かつ 的に実施されている

事業者で、電離放射線によるばく露が低リスクの

状 を 持できている場合に特殊健診の実施 度

を でき、省略規定に基づいて電離放射線の医

学的検査の省略を確実に行うこともできると考え

られた。 
回、「化学物質の自律的な管理」に係る法改

において 目すべき点として、健診の実施 度を

する際に、作業環境管理(管理区分 1 が 持で

きていること)、健康管理(異常所 がないこと)、
作業管理(作業内容の がないこと)という三管

理の観点に基づいた明確な要件が示されたことが

挙げられる。化学物質を取り扱う作業では、その

ばく露リスクの もりを個人ばく露 ニ リン

で行っていないため、ばく露リスクが低いとい

う判断要件が法令で明確に示されたと考えられる。
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一方、電離放射線を取り扱う作業に従事する労働

者については、個人線量 により被ばく線量測定

が可能であるため、様々な有害業務の中で も確

実に個人ばく露リスクを もることができると

考えられる。 後、電離放射線を取り扱う作業に

従事する労働者の健康管理は、化学物質と同様に、

ばく露リスクの もりに基づいた健診の実施

度 や実施項目の省略などが実施できるように、

が行われることが期 される。 
 

E.  

電離放射線を取り扱う作業に従事する労働者

の健康管理については、 後法令改 に けた

を行う必要があると考えられた。 
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 労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号） 

 

第四十四条 事業者は、常時使用する労働者（第四十五条第一項に規定する労働者を除く。）に対

し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 

一 既往歴及び業務歴の調査 

二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 

四 胸部エックス線検査及び喀痰(かくたん)検査 

五 血圧の測定 

六 貧血検査 

七 肝機能検査 

八 血中脂質検査 

九 血糖検査 

十 尿検査 

十一 心電図検査 

２ 第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労

働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。 

３ 第一項の健康診断は、前条、第四十五条の二又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた

者（前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。）については、当該健康診断の実施の日か

ら一年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。 

４ 第一項第三号に掲げる項目（聴力の検査に限る。）は、四十五歳未満の者（三十五歳及び四十

歳の者を除く。）については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力（千ヘルツ又は

四千ヘルツの音に係る聴力を除く。）の検査をもつて代えることができる。 

 

 

第四十五条 事業者は、第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業

務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目につい

て医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第四号の項目については、

一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。 

２ 前項の健康診断（定期のものに限る。）は、前回の健康診断において第四十四条第一項第六号

から第九号まで及び第十一号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、前項の規定に

かかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことがで

きる。 

３ 第四十四条第二項及び第三項の規定は、第一項の健康診断について準用する。この場合におい

て、同条第三項中「一年間」とあるのは、「六月間」と読み替えるものとする。 

４ 第一項の健康診断（定期のものに限る。）の項目のうち第四十四条第一項第三号に掲げる項目

（聴力の検査に限る。）は、前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は四

十五歳未満の者（三十五歳及び四十歳の者を除く。）については、第一項の規定にかかわらず、医

師が適当と認める聴力（千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。）の検査をもつて代える

ことができる。 
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 労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号） 

 

第十三条 法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければ

ならない。 

一 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。 

二 次に掲げる者（イ及びロにあっては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。）

以外の者のうちから選任すること。 

イ 事業者が法人の場合にあっては当該法人の代表者 

ロ 事業者が法人でない場合にあっては事業を営む個人 

ハ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者 

三 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事

させる事業場にあっては、その事業場に専属の者を選任すること。 

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 

ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 

ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務 

ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 

ホ 異常気圧下における業務 

ヘ さく岩機、鋲(びょう)打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務 

ト 重量物の取扱い等重激な業務 

チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 

リ 坑内における業務 

ヌ 深夜業を含む業務 

ル 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふっ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭

酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 

ヲ 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふっ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、

一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又

は粉じんを発散する場所における業務 

ワ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務 

カ その他厚生労働大臣が定める業務 

四 常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあっては、二人以上の産業医を選任すること。 

２ 第二条第二項の規定は、産業医について準用する。ただし、学校保健安全法（昭和三十三年法

律第五十六号）第二十三条（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律（平成十八年法律第七十七号。以下この項及び第四十四条の二第一項において「認定こども園

法」という。）第二十七条において準用する場合を含む。）の規定により任命し、又は委嘱された学

校医で、当該学校（同条において準用する場合にあっては、認定こども園法第二条第七項に規定す

る幼保連携型認定こども園）において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限り

でない。 

３ 第八条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とある

のは、「第十三条第一項」と読み替えるものとする。 

４ 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理

由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。 
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 「労基則第18条、女子年少者労働基準規則第13条及び労働安全衛生規則第48条の衛生上有害な

業務の取扱い基準について（昭和 23年8月12日付け基発第 1178号） 

 

イ) 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務  

「高熱物体を取り扱う業務」とは、溶解又は灼熱せる鉱物、煮沸されている液体等摂氏 100度以上

のものを取り扱う業務という。 

「著しく暑熱な場所」とは、労働者の作業する場所が、乾球温度摂氏 40度、湿球温度摂氏 32.5度、

黒球寒暖計示摂氏温度 50度、又は感覚温度 32.5度以上の場合をいう。 

ロ) 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務  

「低温物体を取扱い業務」とは、液体空気、ドライアイスなどが皮膚にふれる又はふれる恐れのあ

る業務をいう。 

「著しく寒冷な場所」とは、乾球温度摂氏－10 度以下の場所をいう。空気が流動する作業場では、

気流１m/s当たり乾球温度摂氏－3度として計算する。 

冷蔵倉庫業、製氷業、冷凍食品製造業における冷蔵庫、貯氷庫、冷凍庫等の内部における業務が本

号にあたる。 

ハ) ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務 

「その他の有害放射線」とは、紫外線、可視光線、赤外線等であり強烈なもの、及びラジウム以外

の放射線物質、例えば、ウラニウム、トリニウム等によりの放射戦という。従って本号にあたる業

務は、ラジウム放射線、エックス線、紫外線等を用いる医療、検査の業務、可視光線を用いる映写

室内の業務、金属土木溶解炉内の監視業務等である。 

ニ) 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 

本号にあたる場所とは、植物性（線、糸、ぼろ、木炭等）、動物性（毛、骨粉等）、鉱物性（土石、

金属等）の粉じんを、作業する場所の空気中 1㎝ 3中に、粒子数 1000個以上又は 1m3中 15㎎以上含

む場所である。特に遊離硅石 50％以上含む粉じんについてはその作業する場所の空気 1㎝ 3中に、

粒子数700個以上又は1m3中10㎎以上含む場所をいう。 

ホ) 異常気圧下における業務  

「異常気圧下における業務」とは、高気圧下又は低気圧下における業務をいう。高気圧下における

業務とは、高圧室内の業務とか潜水服を着用してなす水中作業等をいい、海女の業務はこれにあた

らない。低気圧下における業務とは、海抜 3000m以上の高山等における業務等をいう。 

ヘ) さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務 

衝程 70 ㎜以下及び重量 2 ㎏以下の鋲打機は本号にあたらない。それ以外のさく岩、鋲打機等を使

用する業務はすべて本号にあたる。 

ト) 重量物の取扱い等重激な業務  

30㎏以上の重量物を労働時間の 30%以上取扱う業務及び 20㎏以上の重量物を労働時間の 50%以上取

扱う業務、並びにこれに準ずる労働負荷が労働者にかかる業務が本号にあたる。 

チ) ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務  

「強烈な騒音を発する場所」とは、作業場に 100dB以上の騒音がある場所をいう。 

リ) 坑内における業務  

ヌ) 深夜業を含む業務  

ル) 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸そ

の他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 

ヲ) 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸

化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに 準ずる有害物のガス、蒸気又は

粉じんを発散する場所における業務 

本号の場所とは、作業場の空気が列挙の物質のガス、蒸気又は粉じんを下記の限度以上含有する場
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所である。鉛0.5㎎/m3、水銀 0.1㎎/ m3、クローム0.5 ㎎/ m3、砒素1ppm、黄 2ppm、弗素 3ppm、

塩素１ppm、塩酸 10ppm、硝酸 40ppm、亜硫酸 10ppm、硫酸 5g/ m3、一酸化炭素 100ppm、二硫化炭素

20ppm、青酸20ppm、ベンゼン 100ppm、アニリン7ppm 

なお、本号のいう「その他これに準ずる有害物」とは、鉛の化合物、水銀の化合物（ のような

害なものを く）、 水素、砒素化合物、 アン化合物、クローム化合物、 素、弗化水素、硫

化水素、硝気（酸化 素 ）、アン ニア、ホルムアル ド、エー ル、塩酸ア ル、 塩化エ

ン、 ン 、 及びその 体、高 度の炭酸ガスをいう。 し 量 少で衛生上有害

でない場合はこれを含 ない。 

) 体によって のおそれが著しい業務 

カ) その他 生労働 が る業務 
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 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号) 

 

第二十二条 法第二十三条第一項の規定による健康診断は、次の各号に定めるところによる。 

一 放射線業務従事者（一時的に管理区域に立ち入る者を除く。）に対し、初めて管理区域に立ち

入る前に行うこと。 

二 前号の放射線業務従事者については、管理区域に立ち入つた後は一年を超えない期間ごとに行

うこと。 

三 前号の規定にかかわらず、放射線業務従事者が次の一に該当するときは、遅滞なく、その者に

つき健康診断を行うこと。 

イ 放射性同位元素を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取したとき。 

ロ 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去するこ

とができないとき。 

ハ 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのあるとき。 

ニ 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのあると

き。 

四 健康診断の方法は、問診及び検査又は検診とする。 

五 問診は、次の事項について行うこと。 

イ 放射線（一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線を含む。次のロ

及び第二十三条第一号において同じ。）の被ばく歴の有無 

ロ 被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容、期間、線量、放射線障害の有無その他

放射線による被ばくの状況 

六 検査又は検診は、次の部位及び項目について行うこと。ただし、イからハまでの部位又は項目

（第一号に係る健康診断にあつては、イ及びロの部位又は項目を除く。）については、医師が必要

と認める場合に限る。 

イ 末しよう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率 

ロ 皮膚 

ハ 眼 

ニ その他原子力規制委員会が定める部位及び項目 

 

２ 法第二十三条第二項の原子力規制委員会規則で定める措置は、次の各号に定めるとおりとする。 

一 健康診断の結果については、健康診断の都度次の事項について記録すること。 

イ 実施年月日 

ロ 対象者の氏名 

ハ 健康診断を行つた医師名 

ニ 健康診断の結果 

ホ 健康診断の結果に基づいて講じた措置 

二 健康診断を受けた者に対し、健康診断の都度、前号の記録の写しを交付すること。 

三 第一号の記録（第二十六条第一項第九号ただし書の場合において保存する記録を含む。）を保

存すること。ただし、健康診断を受けた者が許可届出使用者若しくは許可廃棄業者の従業者でなく

なつた場合又は当該記録を五年以上保存した場合において、これを原子力規制委員会が指定する機

関に引き渡すときは、この限りでない。 

四 前号ただし書の原子力規制委員会が指定する機関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会

規則で定める。 
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労災疾病臨床研究事業費補助金  

分担研究報告書 

 

国際的な放射線作業従事者の健康診断について 

 

研究分担者 渡部 浩司 東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター 教授 

研究代表者 岡﨑 龍史 産業医科大学産業生態科学研究所放射線衛生管理学研究室 教授 

  
 

研究要旨 
国際的な放射線作業従事者の健康診断についての考え方は国際労働機関

(ILO)や国際原子力機関(IAEA)が基準や考え方をまとめており、これに従って各
国が健康診断の方法を定めている。ヨーロッパでは、COUNCIL DIRECTIVE 
2013/59/EURATOM に基づく放射線防護規定を重視し、年間 6 mSv 以上で健康診
断を行うとしている。本報告では、ILOの考え方をまとめ、諸外国の状況を報告
し、日本との違いについて議論を行った。 

 
 

Ａ．研究目的 

放射線被ばくは生体への影響を与えることは

確かであり、放射線作業従事者に対して健康診断

を実施することは、雇用者に課せられた義務と考

えられる。国際労働機関(International Labour 

Organiztion; ILO)は放射線作業従事者に対する

健康診断に関して考え方をまとめている。本研究

の目的は、ILO の考え方を調査し、それに対する

日本を含めて諸外国の状況を比較することであ

る。 
 

Ｂ．研究方法 

1.  ILO による健康診断の提案 

本節では、ILO が放射線作業従事者に対して推

奨する健康診断について述べる。な お、本説明は 

2022 年 9 月に 国際原子力機関（International 

Atomic Energy Agency; IAEA）が主催で行われ

た”The third international conference on 

Occupational Radiation Protection”1) におい

て発表した ILOの職員である Dr. Shengli Niuの

資料を参考にした。 

 

2. ヨーロッパ諸国における放射線管理 

ヨーロッパで採用された COUNCIL DIRECTIVE 

2013/59/EURATOM 2) 、並びにイギリスにおいては、

The Ionising Radiations Regulations 2017 3) に

ついて調査した。 

 

3. 海外調査まとめ 

平成 29年度～令和 3年度に原子力規制委員会・ 

放射線安全規制研究戦略的推進事業により実施さ

れた「健全な放射線防護実現のためのアイソトー

プ総合センターをベースとした放射線教育と安全

管理ネットワーク」事業 4) において海外の従事

者管理に関するアンケートを行った。本報告では

改めてこの報告をまとめる。 

 

Ｃ．研究結果 

1. ILOによる健康診断の提案 

ILO および関連機関では、放射線作業従事者の

健康診断に関連して、(1)ILO 条約第 115号「労働

者の放射線防護」および第 161号「労働安全衛生」、

(2)労働者の放射線防護に関する実践規範、

(3)IAEA(国際原子力機関)基本安全基準（BSS）、(4)

労働者の健康調査に関する技術・倫理指針および

報告書、産業医のためのガイダンスなどさまざま

文書を公開している。 

ILO が定める労働者の放射線防護条約（第 115

号）および勧告（第 114号）の第 12条は以下であ

る。 

「放射線業務に直接従事するすべての労働者は、

当該業務に従事する前または直後に適切な健康診

断を受け、その後、適切な間隔で健康診断を受け

なければならない。」 

また、第 161 号条約「労働安全衛生」と第 171

号条約「指導原則」にて以下が記載されている。 

 

■健康診断の実施時期 

1. 本人や他人の健康を危険にさらす可能性のあ

る特定の業務の就業前 
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2. 健康被 の可能性が 定される業務に就労期

間 、定期的な間隔 

3. 健康上の理 による 期 の後 

4. の健康 を こす可能性のある業

務の 合、業務 後 

 

■健康診断を実施する 合の 事  

1. 労働者の 人 報は 護されなければならな

い。また、健康診断 の 適切な 用を防

しなければならない。 

2. 健康診断の記 は、国の規則に従って 管し、

医学 ータは、医 関 者の がアクセスで

るようにする。 

3. 雇用者に される労働者の健康診断の

に医学的な性 を つ 報を含 ではならな

い。 

4. 特定の業務に就いている労働者が医学的に

であることが 明した 合、代 の業務また

は の を つけなければならない。 

5. 受診する労働者には、業務に う健康被 、受

診した健康診断の 、健康状態の につい

て 分な 報を提 する 要がある。 

6. 労働者は、業務に関連した健康に関する助 を

に受ける を する。 

IAEA 国際基本安全基準（BSS）における関連文書 

BSS において健康診断とは、労働者が 時お

よび 的に業務が適していることを確 する

ための医学的 査を う。 

• 雇用者、放射線事業所は、放射線被 をする、

あるいはその可能性のある に従事するすべて

の従事者に実施する健康診断は、労働衛生の

原則に基づく のであり、かつ、その業務に対す

る労働者の 期適性および 的な適性を す

るよう されていなければならない。 

• 1 人以上の従事者が、雇用者が管理していない

線 から放射線を受ける可能性のある業務に従事

する 合、その線 に を つ事業所は、規制

当 が定める規則に準 するために 要な従事者

の健康診断に関する を雇用者と 議して行

わなければならない。 

 

■ 査  

・ 放射線ばく 、 、 、 学 、作業に

関連する など、業務上の危険性に た健

康診断 

・ 放射線被 が放射線業務従事者の適性に大

な影響を与えることはまれである。 

・ 作業従事者に対して、防護 の 用・ 用、

報の り、機 の 用能力に関する状況を

する。 

・ 線 を 用する作業の 合、 、

などの 疾 などを する。 

・ 放射線業務に対する 理的適性を する。 

・ 体に関する 科的 を実施する。 

 

労働者の健康診断ガイ ライン 

ILO が している”Technical and ethical 

guidelines for workers’ health surveillance”

から する。 

労働者の健康診断とは、労働者の健康状態を

し、 を発 するための や調査の総 であ

る。その は、健康診断、生 学的 タリン

、放射線 査、 診 、 査記 の確 などが

含まれるが、これらに 定される のではない。

そして、健康診断の は、 人の健康、職 に

おける の健康、およびばく された労働者の

健康を 護し、 進するために 用されるべ で

あり、 適切な 用は けなければならない。健

康診断 ータは機 性が く、 適切または

確な 査 の 報の は、 の労働者（お

よびその ）にとって かつ 期的な影響を

たらす可能性がある。また、健康上の所 に基

づく を職 に 可能性 ある。 

 

■ 原則とその目的  

1995 年の第 12 ILO/WHO 合 労働衛生委員会

で健康診断の目的が定義された。健康診断は、職

業上および業務上の疾病や を 防するこ

とを目的とする。そして、健康診断の は、労

働者の職業上のリスクに た のでなければな

らない。健康診断の により、 人の行 を

すとと に、職 に する職業上の危険の 視

を行う。 

 

■健康診断の  

健康診断の として、管理方法の と、

その として、安全な 法の を る。そし

て、健康上の を し、労働者の健康状態が

さらに することを防 する。また、特定の業

務に対する適性を する。 

 

■健康診断の   

以下を して健康診断を実施しなければなら

ない。 

・ 健康診断は ー ンワークとして実施される

のではなく、職業上のリスクに対して適切で

あること 

・ 法的目的 のために、労働者が従事 後 健
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康診断を実施することがある。 

・ 健康診断の は労働者の健康の 護と 進、

および労働 当、健康 険 や、 会 の

ためである。 

・ 健康診断の は 人の疾病 防に う の

ではなく、労働条 を改 や 事の適 度を

するために 用される。 

・ 子 査は 人の を する のであ

り、科学的な理 けはない。 

・ 医 ータへのアクセスは、医 関 者に 定

する 要があり、また、労働者は、 分 の

人的な医 ータにアクセスする があ

る。 

・ 対的な「就職 適 者」というのは せ 、 

適性は特定の 事または 事の の か

ら定義する。 

・ 労働者に職業病が発 され、業務 により健

康を する れがある 合、労働者の のた

めに以下に る改 を る 要があ

る。 

– 危険 子を り く 

– 労働 と労働条 の改  

– 時的または 的に、特定の作業 から

の  

– 労働者の健康状態に 合った、 を た

り らせたりする可能性のない、代 の 事

に就労 

 

■規制当 の 、 、義務   

規制当 の 、 、義務には以下がある。 

・ 健康診断の対 となる職業疾病のリストを作

成し、定期的に 直す。 

・ 労働者のプライ ーを 護する目的で規定

を ける。 

・ 健康診断が 的な目的のため、 らの

に するその他の方法で 用されないように

すること。 

・ 上 の を確 する 

 

■雇用主の 、 、義務    

雇用主の 、 、義務は以下である。 

・ 労働者が健康診断を受けられるよう、可能で

あれば、 務時間 に、労働者の費用 担な

しで 提 すること。 

・ 労働者が職 で被る安全衛生上のリスクに

合った健康診断を受けられるようにする

こと。 

・ 労働者に 診を要 することがで るがそ

れには 当な理 が 要である。 

・ 雇用されている労働者に健康診断と健康

進プロ ラ を提 する。 

・ 防のために、産業医から の 健康関

連 報を要 で る。 

・ 特定の 事が医学的に労働者にとって

であることが 明した 合、代 の 事また

は の適切な を つけるためにあら

る 力をすること。 

■労働者の 、 、義務    

労働者の 、 、義務は以下である。 

・労働者は、本ガイ ラインに準 して実施さ

れる健康診断に参 ・ 力をしなければなら

ない。 

・健康診断を受ける労働者は、その目的、

された 報の用 などを事前に らされな

ければならない。 

・労働者は、健康診断の やそれ れの健康

状態について に らされるべ である。 

・健康診断や健康 の前には、イン ー

・ ンセントが 要であり、また、国の法

や規則で定められていない健康診断を行

う 合には、 であるべ である。 

 

2. EU（ イ 、 ランスなど） 

2013年 12月に採 された、COUNCIL DIRECTIVE 

2013/59/EURATOM 2) によって 放射線からの防

護における の基準が規定されている。 

・ 18 の放射線業務への就労制 （実 は

く） 

・ 実 線 度は 20 mSv/年 

・ 線 度は の 体は 20 mSv/年、

や は 500 mSv/年と規定されている。 

EU 法において放射線業務従事者は つの

リー（Aと B）に分 される。 

リーA  

・ 年間 6 mSv を える実 線  

・ または の 体で年間 15 mSv を える

線  

・ または と で年間 150 mSvを える実

線 を受ける可能性がある被ばく労働者 

リーB:  

・ リーA の労働者に分 されない放射線を

びた労働者（比較的 の放射線を びた労

働者） 

リーAは「（線 を）体 的に 視される

ことが される」とされる 方、 リーBは

リーB に分 されることを 明されること

の が されている。 

線 記 は 75 に するか、 職後 30年 つ
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までの 管義務が規定されている。医学的 視に

ついては リーA に分 される労働者の に

規定されている。「産業 健サー スによって行わ

れる」との記載があるので、 らかの定期的な

査は行っているよう が、 しい 査 目などは

規定されていない。 

就労の可 の ックについて リーA

の労働者についての 記載されており、比較的

度な線 の被ばくについては健康診断 の義務は

ない可能性が い。 

 

3. イギリスにおける放射線管理 

イギリスの放射線管理の規定は、 The 

Ionising Radiations Regulations 2017 3) によ

り管理されている。 

 

実 線 年間 6 mSv 以上 

線 の 体 年間 15 mSv以上 

や  年間 150 mSv以上 

 

上記の分 は exposed workers の基準であり、

雇用主はこの従業者に対しては、 medical 

surveillanceを実行しなければならないと規定し

ている。また 度に被ばくした 合 exposed 

workers と分 され、medical surveillanceを行

う。 

また、医学的 視の として、「 なくと 年

の定期的な健康診断」が規定されており、ま

た雇用主は健康記 を補 しなければならないと

規定している。た 、その健康記 の が 体

的には規定されておら 、 査 は医 による

が大 い のと考えた。 

放射線その のによる健康被 より 、放射線

防護の上で る健康被 に対して重 が かれ

ている。 

特に全 査は「 要ない」と明記されてい

る。250 mSv を えて被ばくした際には全

査を行う。 体 線 定は、実施前に、医

ア イ ーの が 要。1 Svを えた被ば

くが されている 合は、 く を

行う。 

 

4. 海外の健康診断調査 

平成 29 年度～令和 3 年度に原子力規制委員

会・放射線安全規制研究戦略的推進事業によ

り実施された「健全な放射線防護実現のためのア

イソトープ総合センターをベースとした放射線

教育と安全管理ネットワーク」事業 4) において海

外の従事者管理に関するアンケートを実施した。

このアンケート の健康診断の を して

ここに記載する。South Korea、 Philippines、 

Australia、 Bangladesh、 Indonesia、 Malaysia、 

Thailand(2)、 Sri Lanka、 Egypt、 Israel、  

Iran、 Tanzania(2)、 Finland、 United States、 

Canada(2)の 15国から、18の施 から を

た。 

67%の施 で放射線 前の健康診断の義

務があった。健康診断の 目としては、

査を課している国が 78%、 の 査を課している

国が 33%、 の 査を課している国が 39%であっ

た。 

くの国で健康診断が放射線作業従事者に課

されていることがわかったが、日本のように「

健康診断」と「特 健康診断」を に実施す

るのではなく、「健康診断」に放射線作業従事者

に対する 査 目があることに が 要

である。 

参考文  

1) https://www.iaea.org/events/ 
occupational-radiation-protection-2022 

2) https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?ur

i=OJ:L:2014:013:0001:0073:EN:PDF 

3) https://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/
1075/contents/made 

4) https://www.nra.go.jp/activity/ 
houshasenbougo/kenseika_houkokusyo.html 

 

．  

本研究により、基本的には ILOの提 に って

本 で 健康診断が実施されていることがわかっ

た。しかしながら、いくつか する があった。

ILO の提 では、健康被 を たらす原 は

あり、放射線はその つの 目という考え方があ

る。 方、日本では、放射線 と他の労災とは

法 上の り いが なり、 した事 として

われている。放射線作業において 理的なスト

スが される 合 あるため、健康診断は

理的な を含めて、総合的に 断すべ であり、

日本に り れるべ 考え方であ う。健康診

断の の り いに関しては、日本で 労

の指針 5) で定められてはいるが、放射線施

の 報管理に関して定められた方法がなく、ILOの

提 にあるように、どこにどこまでの 報を開

するかは 理する 要がある。そして、健康診断

を 条 に実施する 要性は しい。その目的を

定期的に確 し、実施 などを改 していく

作りが、国や雇用主に められる。 

− 42− − 43−
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ヨーロッパにおいては、放射線管理は放射線防

護の から、被ばく を とに行っている。日

本において 、被ばく管理に基づく健診の り方

を する 要があると考えられる。 略 目に

関して、医 が全てを 定せ 、被ばく線 によ

って分 することにより、 略が進 可能性があ

る。 

諸外国のアンケートの 、 くの国で健康診

断が放射線作業従事者に課されていることがわか

ったが、日本のように「 健康診断」と「特 健

康診断」を に実施するのではなく、「健康診断」

に放射線作業従事者に対する 査 目がある

ことに が 要である。 

 

参考文  

5）健康診断 に基づ 事業者が べ

に関する指針(健康診断 指針公 第 9号) 
 

論 

本研究では、ILOの考え方やヨーロッパの現状を

理し、諸外国の健康診断実施の状況を合わせて、

国際的な健康診断のあり方を考 した。 後、日本

の健康診断の が改 されることを期 する。 

 

．研究  

1.  論文発表 

なし 

2. 学会発表 

なし 

 

． 的 (  

 1. 特  

 なし 

2. 実用 案  

 なし 

3.その他 

なし 
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